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評価書 

１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人自動車事故対策機構 

評価対象事業年度 年度評価 平成２９年度（第４期） 

中期目標期間 平成２９～３３年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 国土交通大臣 

 法人所管部局 自動車局 担当課、責任者 保障制度参事官室 小林 豊 

 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 日向 弘基 

主務大臣  

 法人所管部局  担当課、責任者  

 評価点検部局  担当課、責任者  

 

 

３．評価の実施に関する事項 

平成３０年６月２０日 理事長・監事ヒアリング実施 

平成３０年７月２日～６日 外部有識者からの意見聴取実施 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

特になし 
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１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる。 （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

     

評定に至った理由 項目別評定は業務の一部がＡであるものの、全般的にはＢ評定が大多数を占めており、また全体の評定を引き下げる事象もなかったため、評価基準に基づきＢとした。 

 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 ・安全指導業務、被害者援護業務及び自動車アセスメント業務の各業務において計画を達成している。 

・重大な業務運営上の課題は検出されておらず、全体として順調な組織運営が行われていると評価する。 

 

全体の評定を行う上で特

に考慮すべき事項 

特に全体の評価に影響を与える事象は無かった。 

 

 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した課

題、改善事項 

療護施設の設置・運営について、対象者の声を十分考慮しながら今後の委託病床のあり方等について、引き続き検討を進めていく必要がある。 

介護料受給者の交流会については、可能な限り受給者等の都合や気候面等にも配慮しながら、交流会の開催を企画する必要がある。 

その他改善事項 該当なし 

主務大臣による改善命令

を検討すべき事項 

該当なし 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 ・監査結果としては、法令遵守状況や内部統制の整備など大きな課題は確認されなかった。第４中期計画の初年度として、中期目標達成に向け、各業務において成果を挙げている。 

・個別に発生したリスクについては、発生して速やかに現場から報告がなされており、リスクが発生した理由を分析し、現場にフィードバックしている。 

・30 歳以下の職員が 4 割という状況であり、研修や OJT による若手職員の早期育成が必要である。 

その他特記事項 該当なし 
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１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 

 

 ２９

年度 

３０

年度 

３１

年度 

３２

年度 

３３

年度 

      ２９

年度 

３０

年度 

３１

年度 

３２

年度 

３３

年度 

  

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 安全指導業務等      1－1   業務改善の取組      2－1  

 指導講習、適性診断の充実・

改善 

Ｂ     1－1－1    効率的な運営体制の確保、管

理業務の簡素化等 
Ｂ 

    2－1－1  

 民間参入の促進 
○Ａ  

    1－1－2    一般管理費・業務経費の削

減、調達等合理化の取組の推進 

Ｂ     2－1－2  

 運輸安全マネジメント制度等

の浸透・定着 

Ｂ     1－1－3   外部評価の実施、公表 
Ｂ 

    2－1－3  

 国の安全対策への貢献 
○Ｂ  

    1－1－4   業務の電子化及びシステムの最

適化 
Ｂ 

    2－2  

 療護施設の設置・運営      1－2  Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 治療・看護の充実 Ｂ     1－2－1   財務運営の適正化 Ｂ     3－1  

 知見・成果の普及促進、在宅

介護者への支援 

Ａ     1－2－2   自己収入等の拡大 Ｂ     3－2  

介護料の支給等 
○Ｂ  

    1－3   保有資産の見直し Ｂ     3－3  

 交通遺児等への生活資金の貸付      1－4  Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 

  貸付、精神的支援の実施 Ｂ     1－4－1   内部統制の充実強化、情報セキ

ュリティ対策 

Ｂ     4－1  

  債権管理・回収の強化 Ｂ     1－4－2   施設及び設備に関する事項 Ｂ     4－2  

自動車事故被害者等への相談対

応・広報活動 

Ｂ     1－5   人事に関する事項      4－3  

自動車アセスメント情報提供業

務 

     1－6    人事に関する計画 Ｂ     4－3－1  

 効率的・効果的な試験・評価

の実施 
○Ｂ  

    1－6－1   人材の活用 Ｂ     4－3－2  

 わかりやすい情報提供 A     1－6－2    自動車事故対策に関する広報活

動 

Ｂ     4－4  

※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―１ 安全指導業務等 指導講習、適性診断の充実・改善 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 1 号及び第 2 号 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 195 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度   ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

 指導講習受

講者数 
－ 130,002 人 

129,075

人 
    

 
予算額（千円） －     

 指導講習(基

礎・一般)受

講者数 

－ 127,856 人 
126,849

人 
    

 
決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,435,541     

 指導講習（基

礎・一般）イ

ンターネッ

ト予約利用

者数 

－ 116,465 人 
118,224

人 
    

 

経常費用（千円） 

※注１～注３ 
3,059,765     

 

指導講習イ

ンターネッ

ト予約率 

中期目標期

間の各年度

において、

指導講習

80％以上 

91.1％ 

（計画） 
80％以上 

（実績） 

93.2％ 

    

 

経常利益（千円） 

※注１～注３ 
63,988     

 
達成度 － 113.9％ 116.5％     

 行政サービス実施

コスト（千円） 
－     

 適性診断受

診者数 
－ 460,105 人 

462,170
人 

    
 従事人員数 

※注４ 
309     

 
適性診断（一

般、Ｃ付、初

任、適齢）支

所内受診者

数 

－ 318,020人 
311,868

人 
    

 

      

 適性診断イ － 243,363人 250,199            
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ンターネッ

ト予約利用

者数 

人 

 

適性診断イ

ンターネッ

ト予約率 

中期目標期

間の各年度

において、

適性診断

70％以上 

76.5％ 

（計画） 

70％以上 
（実績） 

80.2％ 

    

 

      

 達成度 － 127.5％ 114.6％            

 一般診断受

診者数 
－ 248,432 人 

247,310

人 
    

 
      

 支所外一般

診断受診者

数 

－ 125,838 人 
133,295

人 
    

 

      

 

一般診断支

所外受診率 

中期目標期

間の各年度

において

50％以上 

50.7％ 

（計画） 
50％以上 

（実績） 

53.9％ 

    

 

      

 達成度 － 101.4％ 107.8％            

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「安全指導業務等」の

実績額（安全指導業務等全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業

損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担務してお

り業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数３３４人から計上可能な本部

の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ①安全指導業務

が事業用自動車

の事故防止に重

要な役割を果た

していることを

踏まえ、全国に存

在する自動車運

送事業者に対し、

指導講習・適性診

断の受講・受診等

の機会を提供す

る（ユニバーサル

サ ー ビ ス の 確

保）。 

 あわせて、ITの

活用等により業

務運営の効率化

を図るとともに、

これまで蓄積し

た知見等を活用

して新たな安全

対策への貢献を

検討するととも

に、関係法令の改

正に応じて、指導

講習教材の改定

を行う等により

安全指導業務の

一層の充実を図

る。 

 

【指標】 

・指導講習受講

者数（前中期目標

期間実績：平成 

24 年度から 27 

年度までの平均

受 講 者 数 

民業補完の原則

を踏まえ、ユニバー

サルサービスを確

保しつつ、民間と協

働して、全国の自動

車運送事業者に対

して質の高い安全

指導業務等を以下

のとおり実施しま

す。 

 

①全国に存在する

自動車運送事業者

に対して指導講習

及び適性診断を実

施します（ユニバー

サルサービスの確

保）。 

また、これまで蓄

積した知見等を活

用して、国が行う高

齢運転者の事故防

止対策等に応じた

新たな安全対策へ

の貢献を検討する

とともに、関係法令

の改正に応じて、指

導講習教材の改定

を行う等により内

容の一層の充実・改

善を図ります。 

あわせて、ＩＴを

活用し、指導講習・

適性診断に係るイ

ンターネット予約

による受講者・受診

者の割合を中期目

標期間の各年度に

民業補完の原

則を踏まえ、ユニ

バーサルサービ

スを確保しつつ、

民間と協働して、

全国の自動車運

送事業者に対し

て質の高い安全

指導業務等を以

下のとおり実施

します。 

 

①全国に存在す

る自動車運送事

業者に対して指

導講習及び適性

診断を実施する

（ユニバーサル

サービスの確保）

とともに、これま

で蓄積した知見

等を活用して、国

が行う高齢運転

者の事故防止対

策等に応じた新

たな安全対策へ

の貢献を検討し、

関係法令の改正

等に応じて、指導

講習教材の改定

を行う等により

内容の一層の充

実・改善を図りま

す。 

あわせて、ＩＴ

を活用し、指導講

習・適性診断に係

るインターネッ

＜主な定量的指

標＞ 

・指導講習インタ

ーネット予約

率 

・適性診断インタ

ーネット予約

率 

・適性診断支所外

受診率 

 

＜その他の指標

＞ 

・適性診断受診者

数 

・指導講習受講者

数 

・指導講習受講者

の評価度 

・適性診断受診者

の評価度 

・自動車運送事業

者の評価度 

 

＜評価の視点＞ 

・指導講習教材の

改訂が適切に

なされている

か。 

・国が行う高齢者

事故防止対策

等に応じた安

全指導業務が

行われている

か。 

・インターネット

予約による受

講者・受診者の

＜主要な業務実績＞ 

１）安全指導業務実績 

・ユニバーサルサー

ビスを確保するた

め、全国50支所にお

い て 指 導 講 習 を

1,076回開催し、適

性診断を受診端末

3,294台により実

施。 

・指導講習受講者数

129,075人（前年度

130,002人） 

・適性診断受診者数

462,170人（前年度

460,105人） 

２）国が行う安全対策

への貢献 

①指導講習の視聴覚

教材等の製作・放映 

・国が行う高齢者事

故防止対策等に応

じて、指導講習テキ

ストに「高齢者の健

康問題」を掲載する

とともに、指導講習

視聴覚教材「高齢運

転者の安全運行の

ために」を製作し、

指導講習において

放映するとともに、

他の認定機関等に

対して、同視聴覚教

材を無償貸与し、放

映してもらう取組

みを行った。また、

道路運送法の改正

に応じて指導講習

＜評定と根拠＞ 評定：

Ｂ 

・全国50支所で指導講習

及び適性診断を実施し

た。 

・関係法令の改正に応じ

た最新情報を指導講習

教材に掲載するととも

に、高齢者事故防止対

策等に応じた視聴覚教

材「高齢運転者の安全

運行のために」を製作

し、指導講習において

放映し、内容を充実し

た。 

・高齢運転者に対する適

齢診断において身体機

能の変化に応じた運転

に関する留意事項を助

言指導し、事故防止対

策を講じた。 

・指導講習及び適性診断

インターネット予約シ

ステムを適切に管理

し、24時間 365日予約

できる環境を維持する

とともに、その利便性

を周知し、利用促進を

図ることにより、指導

講習は目標値 80％以

上、適性診断は目標値

70％以上の予約率を達

成した。 

・ナスバネットを適切に

管理し、契約事業者に

おいて 24時間 365日受

診できる環境を維持す

るとともに、ソフトウ

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

指導講習及び適性診断のインターネット予約率、一般診断支所外

受診率は年度計画の計画値を上回っており、業務の効率化が図られ

ている。 

 加えて、指導講習の教材に、関係法令の改正に応じた最新情報を

掲載するとともに、高齢者事故防止対策のため視聴覚教材を製作

し、国が行う高齢者事故対策等に応じた新たな安全対策への貢献を

検討している。 

 これらの取組は、年度計画における所期の目標を達成していると

認められるため、B 評価とした。 
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135,495 人） 

・適性診断受診

者数（前中期目標

期間実績：平成 

24 年度から 27 

年度までの平均

受 診 者 数 

459,399 人） 

おいて、指導講習８

０％以上、適性診断

７０％以上とする

ほか、契約事業者等

（注１）による一般

診断の利用促進を

図るため、支所以外

での受診者の割合

を、中期目標期間の

各年度において５

０％以上とします。 

これらの取組を

通して業務の効率

化を図るとともに、

民間参入の状況等

を踏まえながら、業

務運営の効率化を

図ります。 

 

（注１）「契約事業

者」とは、機構のイ

ンターネット適性

診断システム利用

規約に基づき、機構

との間で利用契約

を締結した契約当

事者をいう。 

ト予約による受

講者・受診者の割

合を指導講習８

０％以上、適性診

断７０％以上と

するほか、契約事

業者等（注１）に

よる一般診断の

利用促進を図る

ため、支所以外で

の受診者の割合

を５０％以上と

します。 

これらの取組

を通して業務の

効率化を図ると

ともに、民間参入

の状況等を踏ま

えながら、業務運

営の効率化を図

ります。 

 

（注１）「契約事

業者」とは、機構

のインターネッ

ト適性診断シス

テム利用規約に

基づき、機構との

間で利用契約を

締結した契約当

事者をいう。 

割合が指導講

習８０％以上、

適 性 診 断 ７

０％以上確保

されているか。 

・インターネット

適性診断シス

テムによる支

所以外の一般

診断受診者の

割合が５０％

以上確保され

ているか。 

 

テキストに貸切バ

スに関する制度改

正等の内容を掲載

した。 

②適齢診断の実施 

・65才以上の事業用

自動車の運転者等

に対して行う適齢

診断を 72,873人に

実施。加齢に伴う身

体機能の変化の運

転行動への影響を

認識させるととも

に、交通事故の未然

防止のために身体

機能の変化に応じ

た運転行動につい

て留意すべき点に

関する助言・指導を

実施。 

３）インターネット予

約の促進 

・指導講習の開催時

にインターネット

予約の方法、利便性

やインセンティブ

について説明。 

また、適性診断受診

者等に同様に説明。 

・電話予約の受付の

際には、インターネ

ット予約の利便性

を説明し、次回のイ

ンターネット予約

に結び付けるため

に実際の操作方法

を交えた予約方法

を説明するととも

に、適性診断を利用

される事業者には、

ID及びパスワード

ェアの改良によりナス

バネットの設置費用を

抑えた。また、その利便

性を周知し、利用促進

を図ることにより、目

標値 50％以上の支所外

受診率を達成した。 

以上により、年度計画

を十分 

に達成しているものと

判断しＢ評価とするも

のである。 

 

＜課題と対応＞ 

・当機構や民間機関が

安全指導業務を提供し

ていく上で、同業務の

サービス提供がまだ十

分でない「空白地域」

に留意し、当機構とし

てユニバーサルサービ

スの提供を確保すべ

く、空白地域の解消に

向けた対応の実施によ

り、安全指導業務の裾

野を一層拡大していく

必要がある。 

・インターネット予約

システム利用者及びナ

スバネット利用者の増

加に伴い、システムに

対応できる職員を育

成・拡充する必要があ

る。 
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を付与するなどの

対応を実施して利

用促進を図った。 

・以上によりインタ

ーネット予約率は

指導講習93.2％、適

性診断80.2％とな

った。 

４）支所以外での一般

診断の受診促進 

①契約事業者等への

ナスバネットの利

用促進 

・契約事業者に対し

ては自社において

24時間いつでも適

性診断ができるこ

と、過去の適性診断

の受診状況につい

て情報を提供し、繰

り返し受診するこ

とが事故防止によ

り一層効果がある

こと等、ナスバネッ

ト利用によるメリ

ット等を説明し契

約事業者等による

一般診断の利用促

進を図った。 

②ナスバネットの利

用環境の整備 

・ナスバネットの利

用を希望する事業

者が、調達費用を抑

え、ナスバネットを

導入しやすくなる

よう周辺機器（ステ

アリングコントロ

ーラー）の汎用性を

持たせるために、ナ

スバネットのアプ
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リケーションソフ

トウェアを改良し、

平成27年度より継

続して実施してい

る改良と相まって、

新たな契約事業者

を獲得した（前年度

比221者増）。この結

果、支所以外での一

般診断の受診者の

割合は、53.9％とな

った。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 

  



10 

１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―２ 安全指導業務等 民間参入の促進 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 1 号及び第 2 号 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度：高】 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針｣（平成２５年１２月

２４日閣議決定）及びこれに先立って行われた議論等の政府決定に

基づく取組であるため。 

【難易度：高】 

民間参入の促進については、運輸業の事業者団体等の経営判断等の

外部要因に強く影響を受ける指標であるため。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度   ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

指導講習テ

キスト頒布

数 

最終年度ま

でに

135,000 冊

以上 

36,174 冊 

（計画） 

27,000

冊 

（実績） 

41,684

冊 

    

 

予算額（千円） －     

達成度 － － 154.4％     
 決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,435,541     

指導講習講

師要件研修

参加者数 

－ 122 人 109人     

 
経常費用（千円） 

※注１～注３ 
3,059,765     

指導講習民 

間参入事業

者数（年度

末 事 業 者

数） 

－ 85 者 100 者     

 

経常利益（千円） 

※注１～注３ 
63,988     

ナスバネッ

ト提供数 

最終年度ま
でに
160,000 件
以上 

39,551 件 

（計画） 
32,000

件 
（実績） 
44,257

件 

    

 

行政サービス実施

コスト（千円） 
－     

達成度 － － 138.0％     
 従事人員数 

※注４ 
309     



11 

カウンセラ

ー要件研修

参加者数 

－ 45 人 53人     

 

      

適性診断民 

間参入事業

者数 （年度

末 事 業 者

数） 

－ 69 者 86者     

 

      

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「安全指導業務

等」の実績額（安全指導業務等全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益

は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担務してお

り業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数３３４人から計上可能な本部

の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ②民間参入の一

層の促進を図る

ため、自動車運

送事業の事業者

団体等に対し、

安全指導業務の

実施機関の認定

取得に向けた支

援を行う。 

また、参入希

望者に対して、

これまで蓄積し

た知見等を活用

した支援を実施

することで、参

入が促進される

とともに参入事

業者による安全

指導業務の質の

維持が図られる

よう、中期目標

期間の最終年度

までに参入事業

者に対して指導

講習教材頒布数

135,000 冊 以

上、ナスバネッ

ト（適性診断シ

ステム）提供数

160,000 件以上

とする。 

 

【指標】 

・民間参入促進

を目的とした講

師資格要件研修

参加者数（前中

期目標期間実

②引き続き、国

と連携し、安全

指導業務を担う

民間団体等のニ

ーズに応じ、認

定取得に必要な

要件研修の実施

及び指導講習講

師、適性診断カ

ウンセラーへの

教育訓練、指導

講習用テキスト

の頒布やナスバ

ネット（適性診

断システム）の

提 供 な ど に よ

り、認定取得を

支援します。 

 また、これま

で蓄積した知見

等を活かした支

援を実施するこ

とで、参入が促

進されるととも

に参入事業者に

よる安全指導業

務の質の維持が

図られるよう、

中期目標期間の

最終年度までに

参入事業者に対

して指導講習教

材 頒 布 数

135,000 冊以上、

ナスバネット提

供数 160,000 件

以上とします。 

②引き続き、平成

２５年度に国が

作成した「安全指

導業務の民間参

入促進に向けた

取組の工程表」

（ロードマップ）

に基づき、安全指

導業務を担う民

間団体等のニー

ズに応じ、認定取

得に必要な要件

研修の実施及び

指導講習講師、適

性診断カウンセ

ラーへの教育訓

練、指導講習用テ

キストの頒布や

ナスバネット（適

性診断システム）

の提供、業界団体

との協働実施等

参入に向けた働

きかけを着実に

実施するなどに

より、認定取得を

支援します。 

 また、参入事業

者による安全指

導業務の質の維

持が図られるよ

う、参入事業者に

対して指導講習

教 材 頒 布 数

27,000 冊以上、ナ

スバネット提供

数 32,000 件以上

とします。 

＜主な定量的指

標＞ 

・指導講習テキス

ト頒布数 

・ナスバネット提

供数 

 

＜その他の指標

＞ 

・講習講師要件研

修参加者数 

・カウンセラー要

件研修参加者

数 

・指導講習民間参

入者数 （年度

末事業者数） 

・適性診断民間参

入者数 （年度

末事業者数） 

 

＜評価の視点＞ 

・民間参入の促進

に向けた支援

が確実に行わ

れているか。 

・他の認定機関に

よる安全指導

の質を維持す

るための取組

みがなされて

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）民間参入団体等のニー

ズに応じた認定取得支援 

・認定取得に必要な要件研

修の実施時に、国土交通

大臣に対する認定申請等

に関する照会を多数受け

たことから、平成 28年度

より要件研修終了後に希

望者を募って認定取得に

関する相談を受けるなど

民間参入希望団体等に対

する認定取得のための支

援を実施（参加者 11者、

12名） 

２）認定取得に必要な要件

研修の実施等 

①認定取得に必要な要件研

修の実施 

【指導講習】 

・第一種講師要件研修 6 回

開催、延べ 54者 107名。 

・第二種講師要件研修 1 回

開催、延べ 1者 2名。 

【適性診断】 

・第一種カウンセラー要件

研修 4回開催、延べ 42者

53名。 

②教育訓練の実施 

・他の認定機関の適性診断

カウンセラー及び第一種

講師に対する研修を以下

のとおり行った。 

【指導講習】 

 第一種講師研修：1 回開

催、4者 5名。 

【適性診断】 

・カウンセラー教育・訓練12

＜評定と根拠＞ 評定：Ａ 

ロードマップに基づき、新

たに認定機関になろうとす

る民間団体等に対して、ナス

バネットの提供のほか、指導

講習講師や適性診断カウン

セラーの資格要件研修の実

施、認定取得に関する相談に

対応する等、認定取得に向け

た支援を着実に実施した。 

また、他の認定機関の認定

取得後の質を維持するため

の支援として「指導講習認定

機関連絡会」及びカウンセラ

ー教育・訓練を行うととも

に、計画を大幅に上回る指導

講習教材の頒布及びナスバ

ネット提供を行った。 

以上により、民間参入の促

進や参入後の安全指導の質

の確保に向けた支援につい

て、年度計画を大きく上回っ

ており、安全指導業務の裾野

の拡大に寄与したと判断し、

Ａ評価とするものである。 

 

 

評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

民間参入促進に向けた工程表に基づく協働による参入促進

や、指導講習講師・適性診断カウンセラーの資格要件研修の実

施といった取組を着実に実施している。 

 また、指導講習教材の頒布数 41,684 冊（年度計画比

154.4%）、ナスバネットの提供数 44,257 件（年度計画比

138.0%）は年度計画を上回っている。 

 さらに、他の認定機関の認定取得後の安全指導業務の質の

維持が図られるよう、毎年各主管支所等において、「指導講習

認定機関連絡会」を開催し、指導講習テキストの内容や法令改

正等のポイントを教示している。 

以上により、年度計画における所期の目標を上回る成果が

得られていると認められ、A 評価とした。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・民間参入の事業者が増えてきているのは良いことと考える

が、質の維持・向上が重要。 

・民間参入事業者が増え、安全意識の裾野が拡がっているこ

とは良いことであるが、事業用自動車の重大事故がなくなら

ない。問題は、適性診断をドライバーに受診させないような一

部の事業者である。お金もない、人もいない、そういう事業者

に限って事故を起こしており、このような事業者への対応が

必要。 
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績：平成 24 年度

から 27 年度ま

での平均参加者

数56者（94人）） 

・民間参入促進

を目的としたカ

ウンセラー要件

研修参加者数

（前中期目標期

間実績：平成 24

年度から 27 年

度までの平均参

加者数 26者（42

人）） 

・指導講習参入

事業者数（平成

27 年度末時点：

60 者）、適性診

断参入事業者数

（平成 27 年度

末時点：55 者） 

 

【重要度：高】 

「独立行政法人

改革等に関する

基本的な方針｣

（平成２５年１

２月２４日閣議

決定）及びこれ

に先立って行わ

れた議論等の政

府決定に基づく

取組であるた

め。 

 

【難易度：高】 

民間参入の促進

については、運

輸業の事業者団

体等の経営判断

等の外部要因に

回開催、延べ 16者 36名。 

③指導講習テキスト・ナス

バネットアプリケーショ

ンソフトウェアの提供 

・指導講習の他の認定機関

に対し、指導講習テキス

トを 92 者に 41,684 冊頒

布（基礎講習用テキスト

18,417冊、一般講習用テ

キスト 23,252冊、特別講

習用テキスト 15冊）し、

適性診断の他の認定機関

に対しては、69者に対し、

ナスバネット 262 台分の

アプリケーションを提供

するとともに、44,257人

（一般診断 12,813人、初

任診断 19,520人、適齢診

断 11,299人、特定診断Ⅰ

625人）分の測定を提供し

た。 

④安全指導業務の質の維持 

・他の認定機関の安全指導

業務の質の維持が図られ

るよう平成 27 年度より

毎年 5月に、「指導講習認

定機関連絡会」を開催し

ている。平成 29年度につ

いては、87 者、152 名が

参加し、指導講習テキス

トの内容や法令改正等の

ポイントを教示してい

る。 

３）民間参入の状況 

・引き続き、民間参入促進

のための工程表（ロード

マップ）を踏まえ、上記取

組等に取り組んだ結果、

平成 29年度において、指

導講習 19者、適性診断 17

者が国土交通省の認定を



14 

強く影響を受け

る指標であるた

め。 

受けた。 

 なお、平成 29年度末現在

における認定団体の総数

は、指導講習 100 者、適

性診断 86 者となってい

る（いずれもＮＡＳＶＡ

を除く）。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―３ 安全指導業務等 運輸安全マネジメント制度等の浸透・定着 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 9 号 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度   ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

安全マネジ

メント評価

実施事業者

数 

－ 13 者 11 者      予算額（千円） －     

安全マネジ

メントコン

サルティン

グ実施件数 

－ 21 件 36 件      
決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,435,541     

講師派遣実

施件数 
－ 541 件 543 件      

経常費用（千円） 

※注１～注３ 
3,059,765     

ガイドライ

ンセミナー

実施回数、参

加人数 

－ 
89 回 

2,255 人 

90 回 
2,276 人 

     
経常利益（千円） 

※注１～注３ 
63,988     

リスク管理

（基礎）セミ

ナー実施回

数、参加人数 

－ 
72 回 

1,249 人 

68 回 
1,316 人 

     
行政サービス実施

コスト（千円） 
－     

内部監査（基

礎）セミナー

実施回数、参

加人数 

－ 
64 回 

944 人 

61 回 
1,091 人 

     
従事人員数 

※注４ 
309     

安全マネジ

メントセミ

ナー参加人

数 

－ 1,137 人 1,119 人            

危険予知ト － 2,189 冊 2,323 冊            
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レーニング

頒布数 

貸切バス事

業者安全性

評価認定制

度への協力 

－ 196 件 275 件            

運輸安全マ

ネジメント

の浸透・定着

度に関する

評価度 

中期目標期

間の年度毎

に 4.0 以上 

－ 

（計画） 
4.0 以上 
（実績） 

4.6 

           

達成度 － － 115％            

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「安全指導業務等」の

実績額（安全指導業務等全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業

損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４） 従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担務して

おり業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数３３４人から計上可能な本

部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ③事業者自らが

主体的に輸送の

安全性の向上を

図る安全マネジ

メント業務につ

いては、主に中小

規模の事業者を

対象とした運輸

安全マネジメン

ト評価、講習会、

コンサルティン

グ等の実施によ

り、国の取組と連

携して安全指導

業務において蓄

積した経験・知見

や全国に支所を

有する体制を活

用しつつ、自動車

運送事業者全般

への制度の浸透・

定着を図る。 

また、安全指導

業務に係るこれ

まで蓄積した知

見等を活用し、国

際 標 準 化 機 構

（ ISO）の道路 

交通安全マネジ

メントシステム

の 国 際 規 格

（ISO39001）に

係る国内審議委

員会事務局を引

き続き担うなど、

安全マネジメン

ト業務の一層の

充実・改善を図

③事業者自らが

主体的に輸送の

安全性の向上を

図る安全マネジ

メント業務につ

いては、主に中小

規模の運送事業

者を対象とした

運輸安全マネジ

メント評価、講習

会、コンサルティ

ング等の実施に

より、国の取組と

連携して安全指

導業務において

これまで蓄積し

た知見等や全国

に支所を有する

体制を活用しつ

つ、自動車運送事

業者全般への制

度の浸透・定着を

図ります。 

また、安全指導

業務に係るこれ

まで蓄積した知

見等を活用し、国

際 標 準 化 機 構

（ISO）の道路交

通安全マネジメ

ントシステムの

国 際 規 格

（ISO39001）に

係る国内審議委

員会事務局を引

き続き担うなど、

安全マネジメン

ト業務の一層の

③安全マネジメ

ント業務につい

ては、主に中小

規模の運送事業

者を対象とした

運輸安全マネジ

メント評価、講

習会、コンサル

ティング等にお

いて、国の取組

と連携して安全

指導業務におい

て蓄積した知見

等や全国に支所

を有する体制を

活用するととも

に、関係法令の

改 正 等 に 応 じ

て、テキストに

反 映 さ せ る な

ど、適切に情報

の提供を行うこ

とにより、自動

車運送事業者に

おける安全マネ

ジ メ ン ト の 浸

透・定着に向け

た体制の構築、

改善の支援を実

施します。 

 また、安全指導

業務に係るこれ

まで蓄積した知

見等を活用し、

国際標準化機構

（ISO）の道路交

通安全マネジメ

ントシステムの

＜主な定量的指標

＞ 

運輸安全マネジ

メントの浸透・定

着度に関する評価

度 

 

＜その他の指標＞ 

・安全マネジメン

ト評価実施事業

者数 

・安全マネジメン

トコンサルティ

ング実施件数 

・講師派遣件数 

・ガイドラインセ

ミナー実施回

数、参加人数 

・リスク管理（基

礎）セミナー実

施回数、参加人

数 

・内部監査（基礎）

セミナー実施回

数、参加人数 

・安全マネジメン

トセミナー参加

人数 

・危険予知トレー

ニング教材頒布

数 

・貸切バス事業者

安全性評価認定

制度への協力 

 

＜評価の視点＞ 

自動車運送事

業者全般への運

＜主要な業務実績＞  

１）安全マネジメント評

価事業 

・安全管理体制の構築及

び改善の実施状況を確

認するとともに必要に

応じてアドバイス等を

行う評価事業を全国で

11事業者（前年度 13事

業者）に実施。 

２）安全マネジメントコン

サルティング・講師派

遣 

・事業規模に応じた安全

マネジメントの取組の

提案、実施に向けたサ

ポートを行うコンサル

ティングを 36件（前年

度 21件）実施。 

・「安全マネジメントの

導入」、「適性診断結果

の活用方法」等の支援

を目的とした講師派遣

を 543 件（前年度 541

件）実施。 

３）安全マネジメント関係

講習会 

・安全マネジメント関係

講習会（国土交通省認

定の「ガイドライン」セ

ミナー、「リスク管理

（基礎）」セミナー、「内

部監査（基礎）」セミナ

ー）を全国で開催。 

・ガイドラインセミナ

ー：90回開催、2,276人

の経営者等が受講。 

（前年度89回、2,255人） 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

ＮＡＳＶＡの全国ネット

を活用し、運輸安全マネジ

メント評価、安全マネジメ

ントコンサルティング、講

師派遣の実施、安全マネジ

メント関係講習会、ＮＡＳ

ＶＡ安全マネジメントセミ

ナー等の開催について、継

続的に取り組んでいる。 

安全マネジメント関係講

習会では全てのセミナーに

おいて前年度の受講者数を

上回り、コンサルティング、

講師派遣、貸切バス事業者

安全性評価認定制度（セー

フティバス制度）に係る訪

問審査も前年度の実施件数

を上回っている。 

特にコンサルティングの

実施件数においては前年度

比 171.4％を達成するな

ど、伸び率が高い。 

また、受講者・事業者に

対する５段階評価の調査に

おける運輸安全マネジメン

トの浸透・定着度に関する

評価度についても４．０以

上を達成。 

以上により、年度計画を

十分に達成しているものと

判断しＢ評価とするもので

ある。 

 

＜課題と対応＞ 

自動車運送事業者の大多

数を占め、かつ、安全管理

体制の構築が発展途上であ

評定 B 

 ＜評定に至った理由＞ 

安全指導業務において蓄積した経験・知見や全国に支所を有

する体制を活用し、安全マネジメント評価、コンサルティング、

講師派遣、各種講習会等を着実に実施している。特に平成 29 年

度においては、安全マネジメント関係の全ての講習会で前年度

の受講者数を上回ったほか、コンサルティングの実施件数にお

いては、前年度比 171%を達成しているなど安全マネジメント

の一層の定着・浸透に係る取り組みが実績として表れている。 

 以上により、年度計画における所期の目標を達成していると

認められるため、Ｂ評価とした。 



18 

る。 

これらの施策

を実施すること

により、受講者・

事業者に対する

５段階評価の調

査における運輸

安全マネジメン

トの浸透・定着度

に関する評価度

について、４．０

以上とする。 

 

【指標】 

・周知・浸透を目

的とした安全マ

ネジメント認定

セミナー受講者

数（前中期目標期

間実績：平成 26

年度から 27 年度

までの平均受講

者数 2,628 人） 

・運輸安全マネ

ジメント評価件

数（前中期目標期

間実績：平成 24

年度から 27 年度

までの平均事業

者数 16 者） 

・運輸安全マネ

ジメントコンサ

ルティング件数

（前中期目標期

間実績：平成 24

年度から 27 年度

までの平均事業

者数 55 者） 

充実・改善を図り

ます。 

 

④③の施策を実

施することによ

り、受講者・事業

者に対する５段

階評価の調査に

おいて運輸安全

マネジメントの

浸透・定着度に関

する評価度につ

いて、中期目標期

間の年度毎に４．

０以上とします。 

国 際 規 格

（ISO39001）に

係る国内審議委

員会事務局を引

き 続 き 担 う な

ど、安全マネジ

メント業務の一

層の充実・改善

を図ります。 

 

④③の施策を実

施することによ

り、受講者・事業

者に対する５段

階評価の調査に

おいて運輸安全

マネジメントの

浸透・定着度に

関 す る 評 価 度

（平成 29 年度）

について、4.0 以

上とします。 

輸安全マネジメ

ント制度の浸透・

定着に向けた体

制の構築、改善の

支援の実施及び

安全マネジメン

ト業務の一層の

充実・改善が図ら

れているか。 

 

・リスク管理（基礎）セ

ミナー：68回開催、 

1,316 人の運行管理者

等が受講。 

（前年度72回、1,249人） 

・内部監査（基礎）セミ

ナー：61回開催、 

1,091 人の監査担当者

等が受講。 

（前年度 64回、944人） 

４）リスク管理（基礎）セ

ミナー等で使用してい

る教材を事業所でも活

用できるよう、ドライ

ブレコーダー映像を用

いた危険予知トレーニ

ング教材「ＫＹＴ－

Ⅰ」、「ＫＹＴ―Ⅱ」、「Ｋ

ＹＴ―Ⅲ」に加え、新た

に作成した「ＫＹＴ－

Ⅳ」を計 2,323 枚（前

年度 2,189枚）頒布。 

５）安全マネジメントセミ

ナー 

・第１２回目となる「Ｎ

ＡＳＶＡ安全マネジメ

ントセミナー」を平成

29 年 10 月に東京国際

フォーラムにて開催

し、1,119人の経営者等

が参加。 

・自動車運送事業者等か

ら安全確保のための具

体的な取組の報告を行

うなど、更なる運輸安

全マネジメント制度の

浸透を図った。 

６）貸切バス事業者安全性

評価認定制度（セーフ

ティーバス制度）への

協力 

ると思料される中小規模事

業者を中心に、安全マネジ

メント関係講習会等の受講

を促すとともに、トップセ

ールスや当該講習会等の機

会を捉え、運輸安全マネジ

メント評価等を紹介するな

ど、あらゆる機会を通じ、

運輸安全マネジメントのよ

り一層の定着・浸透に係る

取組を推進する。 
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・平成 29 年度受託実績

275者（前年度 196者） 

７）ISO39001に係る国内

審議委員会事務局とし

て平成29年10月30日か

ら11月2日まで、ＮＡＳ

ＶＡがホスト役を務

め、第11回ISO/TC241国

際会議が都内で開催さ

れた。会議では、各国

におけるISO39001認証

取得状況や安全対策に

ついて、参加国で情報

共有が図られ、我が国

からも認証取得状況や

道路交通安全に関する

行政や運送事業者の取

組みを発表した。また、

平成30年2月、ISO/TC2

41国内審議委員会が都

内で開催された際、IS

O39001に係る国内審議

委員会事務局として、

国内のISO39001の認証

取得状況や、東京で開

催した国際会議の概要

について報告した。 

８）運輸安全マネジメン

トの浸透・定着度に関

する評価度について

は、運輸安全マネジメ

ント評価4.93、安全マ

ネジメントコンサルテ

ィング4.39、ガイドラ

インセミナー4.57、リ

スク管理（基礎）セミ

ナー4.66、内部監査（基

礎）セミナー4.54とい

ずれも目標値4.0を上

回る評価を得た。 
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４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―４ 安全指導業務等 国の安全対策への貢献 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 1 号及び第 9 号 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度：高】 

「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」(平

成２８年６月３日軽井沢スキーバス事故対策検討委員会決定)に基

づいた道路運送法の改正等、国が行う自動車事故の発生の防止のた

めの対策について、安全指導業務に係るこれまで蓄積した知見等を

活用して、適切に対応する必要があるため。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度   ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

貸切バス適

正化事業へ

の協力 

－ 52 件 422 件     

 

予算額（千円） －     

 
       

 決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,435,541     

 
       

 経常費用（千円） 

※注１～注３ 
3,059,765     

 
       

 経常利益（千円） 

※注１～注３ 
63,988     

 
       

 行政サービス実施

コスト（千円） 
－     

 
       

 従事人員数 

※注４ 
309     

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「安全指導業務

等」の実績額（安全指導業務等全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益

は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担務

しており業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数３３４人から計上

可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ④国においては、

道路運送法の改正

等を踏まえ、安全

対策を強化・徹底

するため、事業者

や運行管理者等の

遵守事項の強化等

を実施することと

しており、機構の

安全指導業務等に

ついても、体制を

確保しつつ、対策

に応じて確実に実

施する。 

【重要度：高】 

「安全・安心な貸

切バスの運行を実

現するための総合

的な対策」(平成２

８年６月３日軽井

沢スキーバス事故

対策検討委員会決

定 )に基づいた道

路運送法の改正

等、国が行う自動

車事故の発生の防

止のための対策に

ついて、安全指導

業務に係るこれま

で蓄積した知見等

を活用して、適切

に対応する必要が

あるため。 

⑤道路運送法改

正等を踏まえ、

安全対策を強

化・徹底するた

め、事業者や運

行管理者等の遵

守事項の強化等

が実施されると

ころであり、機

構の安全指導業

務等について

も、体制を確保

しつつ、対策に

応じて確実に実

施します。 

⑤「安全・安心な

貸切バスの運行を

実現するための総

合的な対策」(平成

２８年６月３日軽

井沢スキーバス事

故対策検討委員会

決定 )に基づいた

道路運送法の改正

等により、国が行

うこととしている

自動車事故の発生

の防止のための対

策について、機構

の安全指導業務等

についても、体制

を確保しつつ、対

策に応じて確実に

実施します。 

＜主な定量的指標

＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

貸切バス適正化

事業への協力 

 

＜評価の視点＞ 

国が行うことと

している自動車事

故の発生の防止の

ための対策につい

て、ＮＡＳＶＡの安

全指導業務等の体

制を確保しつつ、対

策に応じた業務を

実施しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

貸切バス適正化事業に

係る巡回指導の支援につ

いて、全国に支所を有する

メリットを活用し、14 支

所において、422件を実施

した。また、道路運送法の

改正に応じて指導講習テ

キストに貸切バスに関す

る制度改正等の内容を掲

載した。 

 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

 貸切バス事業における安全

性の確保について、適正化機

関及びその委託を受けた地方

バス協会が実施する巡回指導

の支援を行うため、支援体制

を整備し、巡回指導を行って

いること、法令改正等に応じ

て指導講習を実施するなど、

年度計画を十分に達成してい

ると判断しＢ評価とするもの

である。 

 

＜課題と対応＞ 

貸切バス事業者に対する巡

回指導支援を行うための適正

化指導員となるべき要員の確

保及び育成を行うため、力量

の維持・向上を目途とした研

修等を実施する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的

な対策（平成 28 年 6 月 3 日軽井沢スキーバス事故対策検

討委員会決定）」に基づいた道路運送法の改正等に沿って、

貸切バス適正化事業に係る巡回指導の支援について、422

件を実施しており、年度計画における所期の目標を達成し

ていると認められるため、Ｂ評価とした。 

 

４．その他参考情報 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２―１ 療護施設の設置・運営 治療・看護の充実 

業務に関連する政策・施

策 

施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 3 号 

当該項目の重要度、難易

度 

【難易度：高】 

入院希望者の待機期間については、急性期における入院希望者の治

療が長引く場合や入院希望者の容態により療護施設へ搬送できな

い場合等の外部要因に強く影響を受ける指標であるため。 

 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 196 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２９年度 ３０年

度 

３１年度 ３２年度 ３３年度   ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

遷延性意識

障害からの

脱却者数（計

画値） 

最終年度ま
でに 116

人以上 

30 人 

（計画） 

24 人以上 

（実績） 

18 人 

    

 

予算額（千円） －     

達成度 － 157.9％ 75.0％     
 決算額（千円） 

※注１～注３ 
7,450,263     

療護施設へ

の入院希望

者の待機期

間 

－ 平均 3 ヶ月 平均 3 ヵ月     

 

経常費用（千円） 

※注１～注３ 
7,558,344     

        
 経常利益（千円） 

※注１～注３ 
148,150     

 
       

 行政サービス実施

コスト（千円） 
－     

 
       

 従事人員数 

※注４ 
309     

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「被害者援護

業務」の実績額（被害者援護業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利

益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担

務しており業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数３３４人から

計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ①自動車事故によ

る遷延性意識障害

（脳損傷により自

力移動・摂食が不

可能であるなどの

最重度の後遺障害

者）に対して公平

な治療機会を確保

しつつ効果的な治

療を提供するた

め、療護センター

において必要なハ

ード・ソフト両面

の措置を講じた上

で質の高い治療・

看護を実施する。

療護センターにお

ける短期入院につ

いても、既存病床

の稼働状況等を踏

まえつつ、利用者

のニーズに即して

積極的に受け入れ

る。 

また、療護施設

機能一部委託病床

（以下、「委託病

床」という。）にお

いても、他の療護

施設（療護センタ

ー及び委託病床）

との連携を図りつ

つ、質の高い治療・

看護を実施する。 

 

②急性期～亜急性

期～慢性期におい

て連続した治療・

①療護センターに

おいては、病棟ワ

ンフロアシステム

（注２）、プライマ

リーナーシング

（注３）や高度先

進医療機器の整備

を図るほか、大学

等研究機関や他の

医療施設との連携

強化、職場内研修

の充実、「遷延性意

識障害(注４）度評

価表」を用いた治

療改善度の活用等

により、医療技術

や看護技術等の開

発・向上を図り、

質の高い治療・看

護を実施します。 

 

（注２）「病棟ワン

フロアシステム」

とは、病棟を１つ

のフロアに集中、

仕切りを最小限に

して患者を絶えず

観察視野におく方

式のことをいう。 

（注３）「プライマ

リーナーシング」

とは、１人の患者

を同じ看護師が入

院から退院まで一

貫して受け持つ看

護方法で、療護セ

ンターの場合に

は、長期の入院期

①療護センター

においては、病棟

ワンフロアシス

テム（注２）、プラ

イマリーナーシ

ング（注３）、高度

先進医療機器等

による質の高い

治療・看護を実施

します。 

 

（注２）「病棟ワ

ンフロアシステ

ム」とは、病棟を

１つのフロアに

集中、仕切りを最

小限にして患者

を絶えず観察視

野におく方式の

ことをいう。 

 

（注３）「プライ

マリーナーシン

グ」とは、１人の

患者を同じ看護

師が入院から退

院まで一貫して

受け持つ看護方

法で、療護センタ

ーの場合には、長

期の入院期間中

に顕著な改善が

みられにくい入

院患者のかすか

な動きや表情変

化などを見落と

さないきめ細か

な観察を可能と

＜主な定量的指

標＞ 

遷延性意識障

害からの脱却者

数 

 

＜その他の指標

＞ 

療護施設への 

入院希望者の待

機期間 

 

＜評価の視点＞ 

・各療護施設に

おいて、病棟ワ

ンフロアシス

テム、プライマ

リーナーシン

グ、高度先進医

療機器の活用

により質の高

い治療・看護が

実施されてい

るとともに、大

学等研究機関

等との連携強

化、職場内研修

の充実等によ

り医療技術や

看護技術の開

発・向上が図ら

れているか。 

・より多くの遷

延性意識障害

者の回復に資

するために、入

院希望者の待

機期間の短縮

＜主要な業務実績＞ 

① 各療護センターにおい

て、個々の患者に即した

治療計画を作成し、ＭＲ

Ｉ・ＰＥＴ等の高度先進

医療機器を用いた高度な

検査・治療を行うととも

に、ワンフロア病棟シス

テムによる集中的な患者

観察、プライマリーナー

シング方式等によるきめ

細かい質の高い治療・看

護を実施。 

② 医療技術、看護技術等の

着実な開発・向上を図る

ため、以下の取組みを実

施。 

（１）医療機器の整備等 

・千葉療護センター 

生理機能検査装置（筋

電計）を平成 29 年 10

月 31日から稼働。 

長座位浴槽を平成 30年

3月 1日から稼働。 

・東北療護センター 

入浴装置を平成 29 年 9

月 28日から稼働。 

・中部療護センター 

糖類分析システムを平

成 29年 12月 28日から

稼働。 

（２）療護センターに蓄積さ

れた知見及びノウハウ

を活かし、地元大学医学

部等との連携を図り、日

本意識障害学会等の場

において、大学等との共

同研究による発表を行

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

従来からのワンフロア病

棟システム、プライマリーナ

ーシング及び高度先進医療

機器を用いた高度な検査・治

療等、きめ細かく質の高い治

療・看護の実施、他の療護施

設との連携を図りながら委

託病床による質の高い治療・

看護の実施、入院患者の治療

改善効果の更なる向上のた

めの「ナスバスコア」を用い

た治療改善度について分析

結果の療護施設での症例検

討などへの活用や、療護施設

看護の一環としての療護看

護プログラムの実施など、質

の高い治療・看護の実施、医

療技術や看護技術の向上に

向け積極的に取り組んだほ

か、待機期間のできる限りの

短縮にも努めた。 

また、新たに「一貫症例研

究型委託病床」を設置し、平

成 30 年 1 月から患者の受入

を開始した。 

さらに、療護施設の空白地

域となっている地域に設置

を想定する「小規模委託病

床」について、検討を行い、

来年度の公募に向けて委託

基準案を策定した。 

上記の取組みの結果、18名

が遷延性意識障害から脱却

した。 

以上により、年度計画を十

分に達成しているものと判

断しＢ評価とするものであ

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

療護施設における治療・看護等により、運動・認知機能

等を顕著に回復させ、遷延性意識障害から脱却し退院した

患者（脱却者）は 18 名であった。さらに、29 年度中に脱

却状態になったものの転院先病院の調整や自宅介護のた

めの自宅改修中等のご家族の事情により未だ入院中の患

者（潜在的な脱却者）は 15 名おり、脱却者 18 名と同程

度の回復が認められた方が他にも多数存在している。 

この脱却者に係る実績は、高度先進医療機器を用いた高

度な検査・治療、ワンフロア病棟システムの運用、プライ

マリーナーシング、ナスバスコアの活用、治療技術等の各

種情報の共有化を図るなど、きめ細かく質の高い治療・看

護を地道に取り組んだ結果であり、一定の成果について評

価をすることができる。 

また、脱却に向けた効果への期待だけではなく、退院後

においても患者家族等の介護者が安心して介護を実践で

きること等を目的に、温浴刺激やバランスボールを使用し

た軽運動等による関節拘縮等の改善に効果的な新しい看

護手法である「療護看護プログラム」を実施し、治療改善

効果を高めるとともに、同プログラムによる「用手的微振

動」や「温浴刺激看護療法」といった、患者が自らの日常

生活行動を再獲得するための積極的な看護の技術向上を

図っていることも評価できる。 

これに加えて、新たな取り組みとして、これまでの委託

病床とは異なる救急救命後の急性期から慢性期までの連

続した治療・看護・リハビリ等の臨床経過観察、症例研究

を行う「一貫症例研究型委託病床」について、平成 29 年

度早々に公募を行った結果、藤田保健衛生大学病院に委託

先を決定し、平成 30 年 1 月から患者を受入れており、遷

延性意識障害からの早期の改善や脱却を目的とした取り

組みを進めていることも評価できる。 

さらに、療護施設全体の今後のあり方について検討を行

い、被害者からのニーズを踏まえ、遷延性意識障害者に対

する公平な治療機会を確保し、効果的な治療を提供するた

めに、療護施設の空白地域となっている地域に設置を想定

する「小規模委託病床」について、平成 30 年度予算に計

上し、公募に向けて委託基準案を策定したことも評価でき
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リハビリの臨床研

究を行い、ガイド

ライン、プログラ

ム等を策定し、遷

延性意識障害者の

ための治療・リハ

ビリの検討、改善

及び成果の普及並

びに研究及び人材

育成をするための

必要な態勢を確保

し、遷延性意識障

害者に精通する脳

外科医等の育成を

行う新たな「一貫

症例研究型委託病

床」を設置・運営す

る。 

 

③早期の治療開始

が効果的であるこ

とから、より多く

の遷延性意識障害

者の回復に資する

べく、病床や入院

審査のあり方の検

討を含め入院希望

者の待機期間の短

縮に努める。 

あわせて、療護

施設全体の今後の

あり方について、

国と連携して現状

及び今後の課題等

について整理した

上で、より公平な

治療機会を確保す

る観点から、関係

者の意見・ニーズ

や新たな技術の向

上を踏まえつつ、

間中に顕著な改善

がみられにくい入

院患者のかすかな

動きや表情変化な

どを見落とさない

きめ細かな観察を

可能としている。 

（注４） 脳損傷に

より自力移動・摂

食が不可能である

などの最重度の後

遺障害のことをい

う。 

 

②療護施設機能一

部委託病床（以下

「委託病床」とい

う。）においても、

他の療護施設（療

護センター及び他

の委託病床）との

連携を図りつつ、

質の高い治療・看

護を実施します。 

 

③急性期～亜急性

期～慢性期におい

て連続した治療・

リハビリの臨床研

究を行い、ガイド

ライン、プログラ

ム等を策定し、遷

延性意識障害者の

ための治療・リハ

ビリの検討、改善

及び成果の普及並

びに研究及び人材

育成をするための

必要な態勢を確保

し、遷延性意識障

害者に精通する脳

している。 

 

②「施設及び設備

に関する計画」に

基づき、高度先進

医療機器等の整

備を図るほか、大

学等研究機関や

他の医療施設と

の連携強化、職場

内研修の充実、

「遷延性意識障

害（注４）度評価

表」を用いた治療

改善度の活用等

により、医療技術

や看護技術等の

開発・向上を図り

ます。 

 

（注４）脳損傷に

より自力移動・摂

食が不可能であ

るなどの最重度

の後遺障害のこ

とをいう。 

 

③療護施設機能

一部委託病床（以

下「委託病床」と

いう。）において

も、療護センター

長等会議、看護部

長会議等の療護

施設間連絡会議

を通じ治療技術

等の各種情報を

共有するなどに

より、他の療護施

設との連携を図

りつつ、質の高い

が図られてい

るか。 

・事故直後から

慢性期までの

連続した治療・

リハビリにつ

いて臨床研究

を行う「一貫症

例研究型委託

病床」が整備さ

れ患者の受入

を開始してい

るか。 

 

ったほか、高度先進医療

機器を利用した治療の

研究、指導、研修等を実

施し、人材の育成と地域

医療の充実に貢献。 

各療護センターでは、

入院患者看護担当チー

ムごとに、ケースレポー

ト研修会、医療事故防止

研修会等を定期的な開

催など、治療・看護技術

の向上に向け、様々な職

場内研修を実施。 

（３）「遷延性意識障害度評

価表（ナスバスコア）」を

用いた治療改善度につ

いて分析し、平成 30 年

4月に公表。分析の結果、

平成 17 年 6 月 1 日から

の 12 年間に退院した患

者並びに平成 24 年 6 月

1 日からの 5 年間に退院

した患者のいずれにお

いても、ナスバスコア平

均値の減少が認められ

たほか、重症度別に行っ

た分析のいずれにおい

ても、ナスバスコア平均

値が減少するなど、治療

改善効果を確認。 

過去5年間に退院した

患者に関する、入院から

退院までのナスバスコ

ア平均値の変化と各種

要因との関連において

は、「入院時のスコアが

高くても改善している

患者がいること」「事故

後入院までの経過期間

が短いほど改善が良い

こと」「入院時の年齢が

る。 

 

 

＜課題と対応＞ 

待機期間については、急性

期における入院希望者の治

療が長引く場合や入院希望

者の容体により療護施設へ

搬送できない場合等外部要

因に強く影響を受けるもの

であるが、個々の事例を把

握・整理し、待機期間短縮に

向けた検討を行うとともに、

療護施設の今後のあり方に

ついても検討を行う。 

また、平成 30 年 1 月に患

者の受入を開始した「一貫症

例研究型委託病床」につい

て、適切に治療看護等を実施

できるよう助言・指導等を行

う。 

 

る。 

以上により、きめ細かく質の高い治療・看護等が提供さ

れていること及び治療改善効果も現れていることが認め

られ、さらには、「療護看護プログラム」の実施による看

護技術の向上や「一貫症例研究型委託病床」の開設、「小

規模委託病床」設置に向けた委託基準案の策定といった新

たな視点からの取り組み等を総合的に判断し、Ｂ評価とす

るものである。     

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

療護施設の設置・運営について、対象者の声を十分考慮し

ながら今後の委託病床のあり方等について、引き続き検討

を進めていく必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見） 

・患者の様態は毎年違うことから一概に脱却者数という

尺度だけで捉えるものではなく、全退院患者のうちどれだ

けの方が上向きに回復したか等を考慮して評価をすべき

ではないか。B 評価で問題ない。 

・脱却者数だけでなく、総合的に評価をすべきと考える。 
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地理的要因のほ

か、病床数・看護基

準等の委託基準の

見直しも含め、あ

り方を検討する。 

 

【指標】 

・療護施設全体の

待機期間（前中期

目標期間実績：平

成 24 年度から 27

年度までの平均待

機期間 3 ヶ月） 

 

【難易度：高】 

入院希望者の待機

期間については、

急性期における入

院希望者の治療が

長引く場合や入院

希望者の容態によ

り療護施設へ搬送

できない場合等の

外部要因に強く影

響を受ける指標で

あるため。 

 

④以上の取組によ

り治療効果を高

め、中期目標期間

の最終年度までに

遷延性意識障害か

らの脱却者数を

116 人以上とす

る。 

 

（注）「脱却」とは、

一定の意思疎通・

運動機能の改善が

なされた状態をい

う 

外科医等の育成を

行う新たな「一貫

症例研究型委託病

床」を設置・運営

します。 

 

④早期の治療開始

が効果的であるこ

とから、より多く

の遷延性意識障害

者の回復に資する

べく、病床や入院

審査のあり方の検

討を含め入院希望

者の待機期間の短

縮に努めます。 

 あわせて、療護

施設全体の今後の

あり方について、

国と連携して現状

及び今後の課題等

について整理した

上で、より公平な

治療機会を確保す

る観点から、関係

者の意見・ニーズ

や新たな技術の向

上を踏まえつつ、

地理的要因のほ

か、病床数・看護

基準等の委託基準

の見直しも含め、

あり方を検討しま

す。 

 

⑤以上の取組によ

り治療効果を高

め、療護看護プロ

グラム等の実施に

より、中期目標期

間の最終年度まで

治療・看護を実施

します。 

 

④急性期～亜急

性期～慢性期に

おいて連続した

治療・リハビリの

臨床研究を行い、

ガイドライン、プ

ログラム等を策

定し、遷延性意識

障害者のための

治療・リハビリの

検討、改善及び成

果の普及並びに

研究及び人材育

成をするための

必要な態勢を確

保し、遷延性意識

障害者に精通す

る脳外科医等の

育成を行う新た

な「一貫症例研究

型委託病床」を設

置し、受入体制を

整備するととも

に、患者の受入れ

を開始します。 

 

⑤療護センター

長等会議におい

て病床や入院審

査のあり方の検

討を実施し、入院

希望者の待機期

間の短縮を図り

ます。 

 あわせて、療護

施設全体の今後

のあり方につい

て、国と連携して

若いほど改善が良好で

あること」等が示され、

この結果を過去の分析

結果とともに、療護施設

での症例検討、カンファ

レンス等の際に活用し、

入院患者の治療改善効

果の更なる向上を図っ

ている。 

③ 療護施設機能一部委託病

床では、平成 29年７月及

び 11 月に療護センター

長等会議及び事務担当者

会議、平成 29 年 10 月に

看護部長等会議、平成 29

年 12 月にリハビリ担当

者連絡会議、平成 30年 1

月にメディカルソーシャ

ルワーカー担当者連絡会

議を開催。 

病院長、担当者等が出席

し、運営方針、治療技術等

の各種情報の共有によ

り、他の療護施設との密

接な連携を図りつつ、き

め細かい質の高い治療・

看護を実施。 

④ 「一貫症例研究型委託病

床」については、藤田保健

衛生大学病院に委託し、

平成 30年 1月から入院患

者の受入を開始した。 

⑤ 待機期間の短縮を図るた

め、療護施設事務担当者

会議等での議論を踏ま

え、病床や入院審査のあ

り方等の検討を行うとと

もに、平成 30年 2月に入

院期日の取扱に関する通

達を各療護施設あてに発

出。また、療護施設全体の
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に遷延性意識障害

からの脱却（注５）

者数を１１６人以

上とします。 

 

（注５）「脱却」と

は、一定の意思疎

通・運動機能の改

善がなされた状態

をいう。 

現状及び今後の

課題等について

整理した上で、よ

り公平な治療機

会を確保する観

点から、関係者の

意見・ニーズや新

たな技術の向上

を踏まえつつ、地

理的要因のほか、

病床数・看護基準

等の委託基準の

見直しも含め、あ

り方を検討しま

す。 

 

⑥以上の取組に

より治療効果を

高め、平成２９年

度中の遷延性意

識障害からの脱

却（注５）者数を

２４人以上とし

ます。 

 また、「遷延性

意識障害度評価

表」を用いた治療

改善度を公表し

ます。 

 さらに、療護施

設看護の一環と

して、療護看護プ

ログラム（注６）

を実施して、技術

向上を図ります。 

 

（注５）「脱却」と

は、意思疎通・運

動機能等が一定

程度改善した状

態をいう。 

今後のあり方について検

討を行い、療護施設の空

白地域となっている地域

に設置を想定する「小規

模委託病床」について、来

年度の公募に向けて委託

基準案を策定。 

⑥ こうした取り組みにより

治療効果を高めた結果、

平成 29 年度における脱

却者数は、18人。 

さらに、療護施設退院

後に患者家族等の介護者

が安心・安楽な在宅介護

を実践できること等を目

的に平成 26 年度から療

護施設看護の一環として

実施してきた療護看護プ

ログラムについて、日本

ヒューマン・ナーシング

研究学会が主催する研修

を受講した看護師を中心

に、療護看護プログラム

を実施し、治療効果を高

めるとともに、看護技術

の向上を図った。 
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（注６）「療護看

護プログラム」と

は、遷延性意識障

害者の状態の改

善を目指す技術

の実践により「生

活行動の再獲得

を目指す」ことを

目的とした看護

プログラムをい

う。 

 

４．その他参考情報 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２―２ 療護施設の設置・運営 知見・成果の普及促進、在宅介護者への支援 

業務に関連する政策・施

策 

施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 3 号 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度   ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

日本脳神経

外科学会等

における研

究発表件数 

中期目標期

間の年度毎

に 33 件以

上 

34 件 

（計画） 

33 件以

上 

（実績） 

52 件 

     予算額（千円） －     

達成度 － 109.7％ 157.6％      
決算額（千円） 

※注１～注３ 
7,450,263     

短期入院協

力病院等の

スタッフへ

の研修実施

件数 

－ 37 人 38 人      
経常費用（千円） 

※注１～注３ 
7,558,344     

療護施設に

おけるＭＳ

Ｗによる相

談対応件数 

－ 10,509 件 11,499件      
経常利益（千円） 

※注１～注３ 
148,150     

         
行政サービス実施

コスト（千円） 
－     

         
従事人員数 

※注４ 
309     

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「被害者援護

業務」の実績額（被害者援護業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利

益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担

務しており業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数３３４人から
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計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ⑤「一貫症例研

究型委託病床」

を含む療護施設

で得られた知

見・成果につい

ては、機構にと

どまらない遷延

性意識障害の治

療等にも寄与す

るという社会的

意義を有するこ

とから、日本脳

神経外科学会や

日本意識障害学

会等において研

究発表を年間３

３件以上実施す

るほか、部外の

看護師等への研

修の実施等を通

じて、他の医療

機関等への治

療・看護技術の

普及促進を図る

とともに、在宅

介護者等への支

援を進める。 

⑥「一貫症例研究型

委託病床」を含む療

護施設で得られた

知見・成果について

は、機構にとどまら

ない遷延性意識障

害の治療等にも寄

与するという社会

的意義を有するこ

とから、日本脳神経

外科学会や日本意

識障害学会等にお

いて研究発表を年

間３３件以上実施

するほか、部外の看

護師等に対する研

修の実施等を通じ

て、他の医療機関等

への治療・看護技術

の普及活動を積極

的に行います。  

 

⑦療護施設におけ

るメディカルソー

シャルワーカー（注

６）、リハビリスタ

ッフ等による退院

に向けた援助や、看

護師のケア知識や

ノウハウ等の情報

提供を積極的に行

うことにより、在宅

介護者等への支援

を進めます。 

また、療護センタ

ーにおける短期入

院について、既存病

⑦日本脳神経外科学

会や日本意識障害学

会等において研究発

表を年間３３件以上

実施するほか、短期

入院協力病院・入所

施設を始めとする部

外の看護師等に対す

る研修の実施等を通

じて、他の医療機関

等への治療・看護技

術の普及活動を積極

的に行います。 

 また、中部療護セ

ンターにおける岐阜

大学との連携大学院

（注７）において、研

究指導等を行うとと

もに、その研究成果

について学会発表等

を行います。 

 

（注７）「連携大学

院」とは、大学院教育

の実施にあたり、学

外における高度な研

究水準をもつ国立試

験研究所や民間等の

研究所の施設・設備

や人的資源を活用し

て大学院教育を行う

教育研究方法の一つ

をいう。 

 

⑧在宅介護者等に対

する支援を進めるた

め、療護施設におい

＜主な定量的指標

＞ 

日本脳神経外科

学会等における研

究発表件数 

 

＜その他の指標＞ 

・短期入院協力病

院等のスタッフ

への研修実施件

数 

・療護施設におけ

るＭＳＷによる

相談対応件数 

 

 

＜評価の視点＞ 

・学会の研究発表

等を通じ他の医

療機関等への治

療・看護技術の普

及が積極的にな

されているか。 

・療護センターに

おける短期入院

の積極的な受入

を含め在宅介護

者等や在宅介護

に向けた支援が

積極的になされ

ているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

① 日本意識障害学会や日

本脳神経外科学会等にお

いて計 52件の発表。 

・平成 29 年 7 月 6 日～8 日

に富山市で開催された第

26 回日本意識障害学会

で、医療、看護、リハビリ

テーションの各分野に亘

り、26 件（千葉療護セン

ター6件、東北療護センタ

ー5件、岡山療護センター

3 件、中部療護センター9

件（うち 1 件は連携大学

院との共同研究）及び中

村記念病院 3件）の発表。 

・平成 29年 10月 12日～14

日に名古屋市で開催され

た日本脳神経外科学会第

76回学術総会で、6件（千

葉療護センター１件、東

北療護センター2件、中部

療護センター3 件）の発

表。 

 

・短期入院協力病院等の看

護師等への研修を計 24病

院 38 人に対し実施。（千

葉療護センター：6病院 10

人、東北療護センター：3

病院 6 人、岡山療護セン

ター：12病院 18人、中部

療護センター：3病院4人） 

・中部療護センターに開設

した「連携大学院」につい

て、平成 21年度以降合計

7 人が入学し、平成 29 年

＜評定と根拠＞ 評定：Ａ 

療護施設で得られた知見・成

果について、療護センターのみ

ならず一部委託病床による研

究発表や連携大学院との共同

での研究発表など年度計画を

大きく上回る研究発表を行う

とともに、引き続き短期入院協

力病院等の看護師等への研修

を行うなど、積極的に他の医療

機関等への普及促進を図って

いるほか、メディカルソーシャ

ルワーカーによる退院後の円

滑な療養生活に向けた支援や

看護師等による在宅介護者へ

の支援等にも積極的に取り組

んでおり、年度計画を大きく上

回っているものと判断しＡ評

価とするものである。 

 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、他の医療機関等へ

の治療・看護技術の普及促進及

び在宅介護者等への支援を積

極的に行う。 

 

 

評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

 日本脳神経外科学会や日本意識障害学会等にお

ける研究発表は年間 52 件（年度計画比 151.5%）

と年度計画を大きく上回っているほか、短期入院協

力病院のスタッフへの研修を実施するなど、療護施

設で得られた知見・成果の普及・促進が積極的に進

められている。 

 また、退院後の円滑な療養生活に向け、メディカ

ルソーシャルワーカーが出来るだけ早い段階から

相談に応じるなど、在宅介護者への支援にも積極的

に取り組んでいる。 

 以上により、年度計画における所期の目標を上回

る成果が得られていると認められ、Ａ評価とした。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見） 

・目標を上回る成果を達成しているため A 評価が

妥当であるが、件数だけでなく内容についても職員

はしっかり把握をしておくべき。学会発表するだけ

でなく良い内容の物があれば、論文にすべきであ

る。 
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床の稼働状況等を

踏まえつつ、更に利

用者利便に配慮し

た積極的な受入れ

を図ります。 

 

（注６）「メディカ

ルソーシャルワー

カー」とは、入院患

者や家族の退院後

の生活再建をサポ

ートするため、社会

福祉の立場から患

者や家族の抱える

心理的・社会的な問

題の解決・調整を援

助する専門職 

て、主管支所及び支

所と連携し、メディ

カルソーシャルワー

カー（注８）、看護師

等による転院先情報

の提供や在宅介護に

向けた支援を積極的

に行います。 

また、患者の在宅

移行後においては、

療護センターの看護

師等が持つケア知

識、ノウハウ等の情

報提供を積極的に行

います。 

 

（注８）「メディカル

ソーシャルワーカ

ー」とは、入院患者や

家族の退院後の生活

再建をサポートする

ため、社会福祉の立

場から患者や家族の

抱える心理的・社会

的な問題の解決・調

整を援助する専門

職。 

 

⑨療護センターにお

ける短期入院につい

て、既存病床の稼働

状況等を踏まえつ

つ、更に利用者利便

に配慮した積極的な

受入れを図ります。 

度までに 2 人が修了。第

26 回日本意識障害学会等

において、研究成果を発

表。 

② 各療護施設において、転

院又は在宅介護を選択す

る際のアドバイスを出来

るだけ早い段階で始め、転

院先や在宅介護の方法の

情報提供、相談等メディカ

ルソーシャルワーカーが

11,499件（対前年比 9.4％

増）に対応するなど、退院

後の円滑な療養生活に向

けた支援を実施。また、在

宅移行後の療護センター

への短期入院の際に、療護

センターの看護師等が持

つケア知識等の情報につ

いて、患者家族に対して提

供。 

 さらに、NASVA ホームペ

ージにおいて、在宅介護を

行う際のケア方法等を紹

介した動画を引き続き掲

載し、情報提供を積極的に

実施。 

③ 千葉療護センター及び

東北療護センターにおい

て、短期入院空床状況をホ

ームページに掲載。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 介護料の支給等 

業務に関連する政策・施

策 

施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 4 号 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度：高】 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針｣（平成 25 年 12 月 

24 日閣議決定）及びこれに先立って行われた議論等の政府決定に

基づく取組であるため。 

【難易度：高】 

介護料受給者の中には本人又は家族が働いていることや、家庭の事

情から訪問を望まない方もおり、必ずしも戸別訪問が実施できる訳

ではないため。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 195 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度   ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

介護料支給

実績（受給者

数、支給額） 

－ 
4,776 人 

3,053 百万円 

4,809 人 
3,061 百
万円 

    

 

予算額（千円） －     

新規認定者

数 
－ 138 人 167 人     

 決算額（千円） 

※注１～注３ 
7,450,263     

訪問支援実

施率、実施人

数 

前年度末介
護料受給資
格者数に対
する実施割
合 65％以上 

66.3％ 
3,083 人 

（計画） 
65％以上 
3,015 人 
（実績） 
69.4％ 

3,216 人 

    

 

経常費用（千円） 

※注１～注３ 
7,558,344     

達成度 － 110.5％ 106.7％     
 経常利益（千円） 

※注１～注３ 
148,150     

新規認定者

に対する訪

問支援実施

率、実施人数 

新規介護料
受給資格認
定者に対す
る実施割合
100％ 

－ 

（計画） 
100％ 

（実績） 
100％ 
167 人 

    

 

行政サービス実施

コスト（千円） 
－     

コーディネ

ーター養成

研修修了者

数 

－ 8 人 14人     

 
従事人員数 

※注４ 

 

309     



33 

コーディネ

ーター養成

研修修了者

割合 

最終年度ま
でに平成２
８年度末全
体 職 員 の
18％以上 

10.5％ 

（計画） 
平成２８
年度末全
職員数の
12％以上 
（実績） 
14.7％ 

    

 

 

 
     

達成度 － － 122.3％            

短期入院・入

所費用助成

支給者数及

び支給額 

－ 
1,265 人 
70百万円 

1,498 人 
89百万円 

    

 

      

介護支援効

果に関する

評価度 

中期目標期
間の年度毎
に 4.39 以上 

4.46 

（計画） 
4.39 

（実績） 
4.47 

    

  

      

達成度 － 111.5％ 101.8％            

介護料受給

者との交流

会実施回数 

50 回以上
（全支所年
1 回以上） 

56 回 

（計画） 

50 回 

(実績) 

48 回 

     

 

     

達成度 － － 96.0％            

               

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「被害者援護業

務」の実績額（被害者援護業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益

は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担務

しており業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数３３４人から計上

可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 【重要度：高】 

「独立行政法人

改革等に関する

基本的な方針｣

（ 平 成  25 年 

12 月  24 日閣

議決定）及びこれ

に先立って行わ

れた議論等の政

府決定に基づく

取組であるため。 

 

①重度後遺障害

者に対して、被害

等の状況に応じ

て介護サービス

利用や介護用品

の購入等のため

の介護料を支給

するとともに、介

護家庭への個別

訪問を量的・質的

に充実させるこ

とにより、重度後

遺障害者及びそ

の家族に対する

支援を強化する。 

 なお、毎年度の

訪問支援実施割

合について、全介

護料受給資格者

に対して訪問支

援を毎年実施す

ることを視野に

入れ、中期目標期

間の年度毎に、前

年度末介護料受

給資格者数に対

①重度後遺障害

者に対して、被害

等の状況に応じ

て介護サービス

利用や介護用品

の購入等のため

の介護料の支給

を実施すること

により、被害者救

済を充実させま

す。また、介護料

受給者やその家

族を精神的な面

で支援するため、

引き続き、介護料

受給者宅への訪

問支援を充実・強

化します。 

なお、毎年度の

訪問支援実施割

合について、全介

護料受給者に対

し訪問支援を毎

年実施すること

を視野に入れ、

各々に適した対

応を行うことを

目指し、前年度末

介護料受給資格

者数に対する割

合について、６

５％以上を維持

し、新規認定者に

対 し て は １ ０

０％とし、提供す

る訪問支援の質

の維持・向上に努

めます。 

①重度後遺障害

者に対して被害

等の状況に応じ

た介護料の支給

を適切に行いま

す。            

また、介護料受

給者及びその家

族（以下「受給者

等」という。）へ

の相談対応や情

報提供を目的と

する訪問支援を

充実・強化し、前

年度末介護料受

給資格者数に対

する実施割合を

６５％以上とし

ます。また、新規

認定者に対する

訪問支援を１０

０ ％ 実 施 し ま

す。 

 あわせて、訪

問支援の際に必

要な情報を効率

的に提供するた

めの情報端末の

活用や訪問支援

結 果 の 整 理 分

析・共有を通じ

て訪問支援を効

果的に実施する

とともに、療護

施設、被害者団

体等と連携し、

介護不安の低減

などの支援内容

＜主な定量的指

標＞ 

・訪問支援実施

率、実施人数 

・新規認定者に

対する訪問支

援実施率、実

施人数 

・コーディネー

ター養成数 

・介護料受給者

交流会実施回

数 

・介護支援効果

に関する評価

度 

 

＜その他の指標

＞ 

・介護料支給実

績（受給者数、

支給額） 

・短期入院・入

所費用助成支

給者数及び支

給額 

 

＜評価の視点＞ 

重度後遺障害

者及びその家族

等のニーズを踏

まえた支援を実

施しているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

①介護料の支給等 

１）介護料の支給 

・障害の程度、介護の状況等に

応じ 4,809人に対し、介護料

30億 6,100万円を支給。 

２）訪問支援の充実・強化 

・平成 29 年度には同年度の新

規認定者 167 人全員を含む

3,216 人に対して訪問支援を

実施し、平成 28年度末の介護

料受給資格者数（4,637 人）

に対する割合については

69.4％（全ての支所において

65％以上の訪問支援を実施

した。）。 

・「被害者援護促進の日」（毎週

木曜日）の有効活用のほか、

訪問支援システムを利用し

た訪問支援結果の整理・分析

や情報共有等を効率的に実

施するとともに、訪問先等に

おいて同システムの情報の

閲覧・更新を行うことが可能

となるモバイル端末を活用

し、受給者等への情報発信を

充実。 

・訪問支援の結果については、

療護施設、協力病院等や被害

者団体等との意見交換の場

においても活用し、より効果

的な訪問支援を推進。 

３）コーディネーターの養成 

・被害者援護業務のうち専門的

かつ高度な業務に専従する

コーディネーター（被害者支

援専門員）の養成を進め、平

成 29 年度末時点でコーディ

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

 介護料の適切な支給を行った

ことをはじめ、訪問支援につい

ては、「被害者援護促進の日」（毎

週木曜日）を有効活用するとと

もに、訪問支援システムを活用

した業務の効率化等により、全

ての支所で目標を上回る訪問支

援を実施したほか、短期入院等

の利用促進や交流会実施等につ

いても確実に取り組んでいる。 

 また、在宅介護相談窓口にお

ける相談支援を実施するととも

に、介護者なき後（親なき後）問

題に関する情報など必要な情報

の提供も継続して実施してお

り、年度計画を十分に達成して

いるものと判断しＢ評価とする

ものである。 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き介護する家族等への

相談対応や必要な情報の提供を

はじめ、被害者ニーズに即した

より効果的な訪問支援を実施す

る。 

 

評定 B 

 ＜評定に至った理由＞ 

 介護料の支給を適切に行うとともに、訪問支援につ

いては、｢被害者援護促進の日｣や訪問支援システムの

活用により、実施率 69．4%と年度計画も目標値であ

る 65%を上回り、所期の目標を達成しているほか、全

ての支所で目標を上回る訪問支援を実施している。 

 また、短期入院・入所の利用促進については、訪問

支援などの機会を捉え、受給者と協力病院等をつなぐ

取り組みを積極的に実施し、対前年度 233 人増の

1,498 人に対する費用の助成を行っている。 

以上の取り組みは、年度計画における所期の目標を

達成していると認められるため B 評価とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

介護料受給者の交流会については、全支所において開

催案内を行ったものの、3 支所においては受給者の体

調不良や積雪の影響などのやむを得ない理由により

開催できていないため、次年度以降は、受給者等の都

合や気候面等にも配慮しながら、交流会の開催を企画

する必要がある。 
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する割合につい

て、65％以上を維

持し、新規認定者

に 対 し て は

100％とする。あ

わせて、専門的か

つ高度な業務を

実施するコーデ

ィネーター（被害

者支援専門員）の

養成を更に進め、

中期目標期間の

最終年度までに

平成 28 年度末全

体職員の 18％以

上とする。 

 

【難易度：高】 

介護料受給者の

中には本人又は

家族が働いてい

ることや、家庭の

事情から訪問を

望まない方もお

り、必ずしも戸別

訪問が実施でき

る訳ではないた

め。 

 

②国と連携しつ

つ、在宅介護を受

けている重度後

遺障害者のメデ

ィカルチェック

や家族の負担軽

減等を目的とし

た短期入院・入所

の利用を促進す

るべく、短期入

院・入所協力病院

等（以下、「協力病

 あわせて、専門

的かつ高度な業

務を実施するコ

ーディネーター

（被害者支援専

門員）の養成を更

に進め、中期目標

期間の最終年度

までにコーディ

ネーター養成研

修の修了者を平

成２８年度末全

職員の１８％以

上とします。 

 

②国と連携しつ

つ、介護料受給者

（利用者）及びそ

の家族が安心し

て短期入院協力

病院（以下「協力

病院」という。）へ

短期入院するこ

とや短期入所協

力施設（以下「協

力施設」という。）

へ入所すること

が可能となる支

援措置を検討し、

必要な措置を実

施します。特に協

力病院及び協力

施設（以下「協力

病院等」という。）

への短期入院・入

所の利用促進を

図るためには、協

力病院等が利用

者の要望を把握

し、また、利用者

も各協力病院等

の充実を図りま

す。 

さらに、専門的

かつ高度な業務

を実施するコー

デ ィ ネ ー タ ー

（被害者支援専

門員）の養成を

更に進め、コー

ディネーター養

成研修の修了者

（平成 29 年度）

を平成２８年度

末全職員数の１

２％以上としま

す。 

 

②介護料受給者

の短期入院協力

病院及び短期入

所協力施設（以

下「協力病院等」

という。）等への

短期入院・入所

に係る費用の助

成を行います。 

 また、各主管

支所の主催によ

り、国土交通省、

協力病院等、療

護施設及び支所

関係者並びに被

害者団体代表者

が参加する意見

交 換 会 を 開 催

し、短期入院協

力病院・短期入

所協力施設制度

及び短期入院・

入所に係る助成

制度の利用促進

ネーター養成研修の修了者

は平成 28 年度末全職員数の

14.7％。 

 

②短期入院・入所の利用促進 

１）短期入院・入所費用の助

成 

・受給者及び介護者のニーズ

が高い短期入院・入所の利

用を促進するため、1,498人

に対して、患者移送費、ヘ

ルパー等費用、室料差額及

び食事負担額として約 8,876

万円の費用を助成。 

２）意見交換会の開催等によ

る協力病院等の利用促進 

・協力病院等への短期入院等

の利用促進を図るため、国

土交通省、協力病院等、

NASVA及び被害者団体代表者

が参加する意見交換会を各

主管支所の主催により開

催。情報共有と事例検討に

よる利用促進に向けた協議

を実施。 

・協力病院等への訪問や協力

病院等での交流会開催等を

通じて、患者等の受入条

件・受入環境（個室の有

無、看護体制等）等を把握

し、得た情報を訪問支援等

の際に受給者等に案内する

とともに、受給者等の要望

を協力病院等へ情報提供す

るなど、受給者等と協力病

院等との間をつなぐ取り組

みを行うとともに、受給者

等と協力病院等に対する利

用前後での相談・フォロー

アップを通じて協力病院等

の利用を促進。 
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院等」という。）の

スタッフとの意

見交換会を実施

するほか、短期入

院・入所に際して

協力病院等の担

当窓口及び利用

者等との連絡・調

整等を事前に行

うことにより、受

入環境を把握し

た上で利用者等

に情報提供し要

望を協力病院等

に伝えるなど、安

心して協力病院

等を利用できる

よう支援措置を

検討し、実施す

る。 

 

③重度後遺障害

者及びその家族

等を支援し、その

ニーズを把握す

る観点から、相互

に情報交換や交

流できる場を設

ける。なお、介護

料受給者及びそ

の家族との交流

会を全支所年１

回以上開催する。 

また、介護者な

き後（親なき後）

に備えるための

必要な制度情報

や施設情報につ

いて、平成 32 年

度までに全国地

域を網羅し、充実

の詳細な情報を

把握することが

重要であること

から、協力病院等

スタッフとの意

見交換会を実施

するほか、協力病

院等が提供する

サービスの内容

を調査し、利用者

へ的確に情報提

供します。 

 また、短期入

院・入所に際して

協力病院等担当

窓口及び利用者

との連絡等によ

り、受入環境を把

握した上で利用

者等に情報提供

し要望を協力病

院等に伝えるな

ど、利用者等と協

力病院等との間

をつなぎます。 

 

③重度後遺障害

者及びその家族

等を支援し、その

ニーズを把握す

る観点から、訪問

支援結果を整理

分析・共有すると

ともに、介護料受

給者及びその家

族が参加する交

流会の開催等に

より、相互の情報

交換や交流を通

じた支援を実施

します。なお、介

と円滑運用を図

ります。 

 さらに、協力

病 院 等 へ の 訪

問、協力病院等

での交流会の開

催、短期入院・入

所に際しての担

当窓口及び利用

者との連絡等に

より、受入環境

を 把 握 し た 上

で、受給者等に

情報提供を行う

とともに、受給

者等からの要望

を協力病院等に

伝えるなど、受

給者等と協力病

院等との間をつ

なぎ、利用前か

ら利用後までの

フォローアップ

を実施します。 

  加えて、上記

活動を通じ、協

力病院等の実情

や、受給者等の

ニーズ等を整理

分析し、短期入

院・入所の効果

的な推進に努め

ます。 

 

③療護施設、協

力病院等、関係

自治体及び被害

者団体と連携を

密にして交流会

への参画等の協

力を求め、受給

・有識者、被害者団体、国土

交通省及び NASVAで構成す

る被害者救済対策に係る意

見交換会において、受給者

等のニーズを踏まえた協力

病院等の利用促進、必要な

人に必要な情報が行き届く

効果的な制度の周知方法等

を検討。 

 

③受給者等の交流会の開催等 

・受給者等の交流会を全国 47

支所で延べ 48回開催。 

・交流会の場において、療護

施設、協力病院等、行政等

関係機関の協力を得て災害

対策キットの講習会や成年

後見制度に関する勉強会等

を開催。 

・機関誌「ほほえみ」の活用

等による介護料受給者の活

動の紹介、療護施設・協力

病院等の施設情報や防災情

報等に関して情報提供。 

  

④介護に関する相談支援等の

実施 

・主管支所に介護福祉士等の

資格を有する在宅介護相談

員を配置し、1,172件の相談

に対応し、介護に関する知

識・技術等を提供。 

・災害時安否確認のために受

給者等の緊急連絡先を把握

するとともに、平成 29年 7

月に発生した秋田県大雨災

害や他の災害時において、

被災地域の受給者に対し、

安否確認を実施。 

・有識者、被害者団体、国土

交通省及び NASVAで構成す
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した情報提供を

行う。さらに、重

度後遺障害者及

びその家族等の

ニーズ等を踏ま

え、必要な支援の

充実を図るとと

もに、関係機関の

動向を踏まえつ

つ、更なる介護者

なき後（親なき

後）への対応につ

いて国と検討を

行う。 

 

④以上の施策を

実施することに

より、重度後遺障

害者の家族に対

する５段階評価

の調査における

介護支援効果に

関する評価度に

ついて、中期目標

期間の年度毎に

４．３９以上とす

る。 

 

【指標】 

・調査票回収率

（前中期目標期

間実績：平成 24 

年度から  27 年

度までの平均回

収率 58.2%） 

護料受給者及び

その家族との交

流会を全支所年

１回以上開催す

る。 

 

④相談窓口によ

って、重度後遺障

害者及びその家

族からの日常的

な相談に応じる

とともに、災害に

備えるための防

災情報の提供、災

害時における安

否確認等を実施

します。 

 また、介護者な

き後（親なき後）

に備えるために

必要な制度情報

や施設情報につ

いて、平成 32 年

度までに全都道

府県を網羅して、

より一層内容を

充実させます。 

 さらに、重度後

遺障害者及びそ

の家族等のニー

ズ等を踏まえ、必

要な支援の充実

を図るとともに、

関係機関の動向

を踏まえつつ、更

なる介護者なき

後（親なき後）へ

の対応について

国と検討を行い

ます。 

 

者等が参加する

交流会を開催す

るとともに、機

関誌の活用等に

より、情報交換

や交流を通じた

受給者等の支援

を実施します。 

 なお、受給者

等との交流会を

全支所年１回以

上開催します。 

 加えて、上記

活動を通じ、引

き続き主管支所

及び支所単位で

の、関係被害者

団体等との交流

を進めます。 

 

④主管支所の在

宅介護相談窓口

によって、受給

者等からの日常

的な相談に応じ

るとともに、災

害に備えるため

の防災情報を提

供し、さらに災

害時に受給者等

に連絡し安否の

確 認 を 行 い ま

す。 

 また、介護者

なき後（親なき

後）に備えるた

めに必要な制度

情報や施設情報

については、国

が調査した地域

についてホーム

る被害者救済対策に係る意

見交換会（国土交通省主

催）において、介護者なき

後（親なき後）への対応に

ついて検討を実施。 

・上記の意見交換会の検討を

踏まえ、国土交通省と連携

し、ＮＡＳＶＡホームペー

ジにおいて介護者なき後

（親なき後）に備えるため

に必要な制度情報や施設情

報を提供。 

 

⑤介護支援効果に関する評価

度 

・介護料受給者の家族に対す

るアンケート調査の結果、

目標値の 4.39を上回る 4.47

の評価。 

 



38 

⑤以上の施策を

実施することに

より、重度後遺障

害者の家族に対

する５段階評価

の調査における

介護支援効果に

関する評価度に

ついて、中期目標

期間の年度毎に

４．３９以上とし

ます。 

ページ等を活用

し効果的に提供

します。 

 さらに、受給

者等のニーズ等

を踏まえ、必要

な支援の充実を

図るとともに、

関係機関の動向

を踏まえつつ、

更なる介護者な

き後（親なき後）

への対応につい

て国と検討を行

います。 

 

⑤以上の施策を

実施することに

より、介護負担

の軽減や介護不

安の低減などを

図り、受給者等

に対する介護支

援効果に関する

５段階評価の調

査における評価

度（平成 29年度）

について、４．３

９ 以 上 と し ま

す。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―４―１ 交通遺児等への生活資金の貸付 貸付、精神的支援の実施 

業務に関連する政策・施

策 

施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 5 号及び第 6 号 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 195 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２９年度 ３０年

度 

３１年度 ３２年度 ３３年度   ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

交通遺児等

貸付実績（貸

付人数及び

貸付額） 

－ 
166 人 

38 百万円 

133 人 

30 百万円 
     予算額（千円） －     

新規貸付実

績（上記内

数） 

－ 8 人 10 人      
決算額（千円） 

※注１～注３ 
7,450,263     

「友の会の
集い」参加人
数 

－ 762 人 623人      
経常費用（千円） 

※注１～注３ 
7,558,344     

交通遺児家
族等同士の
交流会実施
回数 

100 回以上
（ 全 支 所
年 2 回以
上） 

113 回 

（計画） 

100 回以上 

（実績） 

132回 

     
経常利益（千円） 

※注１～注３ 
148,150     

達成度 － － 132.0％      
行政サービス実施

コスト（千円） 
－     

交通遺児へ
の精神的支
援に関する
評価度（計画
値） 

中 期 目 標
期 間 の 年
度 毎 に
4.61 以上 

4.64 

（計画） 

4.61 以上 

（実績） 

4.65 

     
従事人員数 

※注４ 
309     

達成度 116.0％ － 100.9％            

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「被害者援護

業務」の実績額（被害者援護業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利

益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担
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務しており業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数 334 人から計

上可能な本部の間接部門専属人数 25 人を差し引いた人数を記載。 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ①交通遺児等に

対して必要な生

活資金の貸付を

行うとともに、交

通遺児等の健全

な育成に資する

よう、交通遺児家

族等同士の交流

促進などにより、

精神的支援を効

果的に実施する。 

 なお、交通遺児

家族等同士の交

流会の実施件数

について、全支所

年２回以上とす

る。 

 

②貸付の対象者

である交通遺児

等のニーズを把

握し、その支援の

在り方を含めて、

現在の手法が効

果的かつ効率的

なものかどうか

検討し、必要に応

じて見直すもの

とする。 

 

③以上の施策を

実施することに

より、交通遺児家

族等に対する５

段階評価の調査

における精神的

①交通遺児等に

対して生活資金

の貸付を行うこ

とにより、被害者

救済を図ります。

また、交通遺児家

族等同士の交流

を促進するなど

により、精神的支

援を効果的に実

施します。 

 なお、交通遺児

家族等同士の交

流会の実施件数

について、全支所

年２回以上とし

ます。 

 

②貸付制度の周

知を徹底し、利用

者等のニーズの

把握に努め、その

支援の在り方を

含めて、現在の手

法が効果的かつ

効率的なものか

どうか検討し、必

要に応じて見直

すものとします。 

 

③以上の施策を

実施することに

より、交通遺児家

族等に対する５

段階評価の調査

における精神的

①交通遺児等に

対して生活資金

の貸付を行いま

す。 

また、子供を

主体とした自然

教室等による友

の会の集い及び

家族同士や保護

者のための交流

会を効果的に行

うなどにより、

交通遺児等の健

全な育成を図る

精神的支援を実

施します。 

なお、交通遺

児家族等同士の

交流会の実施件

数について、全

支所年２回以上

とします。 

 

②貸付制度の周

知を徹底し、利

用者等のニーズ

の把握に努め、

その支援の在り

方を含めて、現

在の手法が効果

的かつ効率的な

ものかどうか検

討し、必要に応

じて見直すもの

とします。 

 

＜主な定量的指

標＞ 

・交通遺児家族

等同士の交流

会実施回数 

・交通遺児への

精神的支援に

関する評価度 

 

＜その他の指標

＞ 

・交通遺児等貸

付実績 

・新規貸付人数 

・「友の会の集

い」参加人数 

 

＜評価の視点＞ 

精神的支援が

効果的に実施さ

れているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

１）交通遺児等 133人に対し、

3,000 万円の無利子貸付

を実施。 

 

２）交通遺児及びその保護者

等を対象とした「友の会」

を運営し、次のとおり精

神的支援を実施。 

 

（友の会の集い） 

・被害者家族同士の交流の場

として「友の会の集い」を実

施。49 支所において 623 人

が参加。 

・保護者同士の意見交換の場

の「保護者交流会」を友の会

の集い開催時を含め、延べ

132回実施。 

・「子供のみの集い」を 3主管

支所で実施。 

（友の会コンテスト） 

・平成 29年度は「写真コンテ

スト」を実施。応募総数 714

作品の中から 85作品が各賞

を受賞し、本部及び各主管

支所等において表彰式を開

催。 

（企業等による支援） 

・企業・団体からの招待によ

り、企業等の主催のイベン

ト等に友の会会員 442 人が

参加。 

 

３）警察庁主催の交通遺児等

支援担当者（学識経験者、

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

 友の会の集い、保護者交流

会、友の会コンテストなどＮ

ＡＳＶＡならではの精神的支

援を着実に実施していること

から、年度計画を十分に達成

しているものと判断しＢ評価

とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き、友の会の集いや

保護者交流会などを効果的に

実施し、交通遺児等への精神

的支援を強化する。 

また、利用者等のニーズの

把握に努め、引き続きその支

援の在り方を含めて、現在の

手法が効果的かつ効率的なも

のかどうか検討する。 

 

評定 B 

 ＜評定に至った理由＞ 

 被害者家族同士の交流の場である「友の会の集い」や「保

護者交流会」の開催に加え、子供を主体とした自然教室等

による「子供のみの集い」を 3 主管支所で実施するほか、

交通遺児等の交流促進による精神的支援を積極的に実施

している。 

 以上のことから、年度計画における所期の目標を達成し

ていると認められることから B 評価とした。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見） 

・貸付制度は返す側面があるので、借りたくても借りられ

ない方もいるのではないか。借りている方の生活状況も考

慮すべきであり、給付型にすることを検討すべき。 
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支援に関する評

価度について、中

期目標期間の年

度毎に４．６１以

上とする。 

 

【指標】 

・調査票回収率

（前中期目標期

間実績：平成 24 

年度から  27 年

度の平均回収率

38.0%） 

支援に関する評

価度について、中

期目標期間の年

度毎に４．６１以

上とします。 

③以上の施策を

実施することに

より、交通遺児

家族等に対する

５段階評価の調

査における精神

的支援に関する

評価度（平成 29

年度）について、

４．６１以上と

します。 

各県警察、自治体、被害者

支援団体等）による意見

交換会において、貸付制

度等の周知をした他、以

下の取組を実施。 

（警察庁主催） 

・「自助グループ運営・連絡会

議」（平成 29 年 11 月 6・7

日：大阪府）に参加し、貸付

制度等について周知を行っ

た。 

 

４）交通遺児友の会会員に対

するアンケート調査（5段

階評価）の結果、目標値の

4.61以上を上回る4.65の

評価。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―４―２ 交通遺児等への生活資金の貸付 債権管理・回収の強化 

業務に関連する政策・施

策 

施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 5 号及び 6 号 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 195 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度   ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

債権回収率 

中期目標期

間の年度毎

に回収率

90％以上 

92.3％ 

（計画） 
90％以上 
（実績） 
92.3％ 

     予算額（千円） －     

達成度 － 102.6％ 102.6％      
決算額（千円） 

※注１～注３ 
7,450,263     

 
        

経常費用（千円） 

※注１～注３ 
7,558,344     

 
        

経常利益（千円） 

※注１～注３ 
148,150     

 
        

行政サービス実施

コスト（千円） 
－     

 
        

従事人員数 

※注４ 
309     

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「被害者援護業務」の

実績額（被害者援護業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業

損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担務してお

り業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数３３４人から計上可能な本部の

間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ④適切な債権管理

を行い、引き続き、

債権回収率９０％

以上を確保する。 

あわせて、債権

管理・回収コスト

要因を分析し、債

権管理・回収を一

層強化しつつ、引

き続きコスト削減

を図る。 

④早期の折衝や返

還義務の周知徹底

などにより、債権管

理・回収の一層の強

化を行います。 

また、適時適切な

債権管理を行うた

めに債権管理規程

等を回収コストも

含め必要に応じて

見直します。   

 

⑤債権管理規程等

に基づき、適切な債

権管理・回収を行う

ことにより、中期目

標期間の年度毎に

回収率９０％以上

を確保します 

④平成２８年度の

回収実績等を踏ま

えた債権管理目標

（債務者折衝率）を

設定し、早期の折衝

や返還義務の周知

徹底を実施し、債権

管理・回収の一層の

強化を行います。 

また、適時適切な

債権管理を行うた

めに債権管理規程

等を回収コストも

含め必要に応じて

見直します。  

 

⑤債権管理規程等

に基づき、適切な債

権管理・回収を行う

ことにより、回収率

９０％以上を確保

します。 

＜主な定量的指標

＞ 

債権回収率 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

貸付債権の適正

な管理を行い、回収

率９０％以上を確

保するために各主

管支所や貸付利用

者へ周知徹底を行

っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

債権回収率：92.3％ 

・債権管理規程に基づき、債権

を分類して貸付債権を管理

している。 

・債権分類に基づき早期折衝

を行った。また、早期折衝を

するように各主管支所へ被

害者援護業務実施基準等を

作成し周知を図った。 

・貸付利用者が 20歳に達した

ときに返還義務を周知する

ため返還総額等を通知した。 

 

 

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

債権管理規程に基づき、適正

に管理が行われたこと、各主管

支所による早期の折衝が行わ

れたことなど、債権管理・回収

の一層の強化に取り組んでい

ることから、年度計画を十分に

達成しているものと判断しＢ

評価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

適切な債権管理や回収率の

維持・向上について、引き続き、

効果的・効率的な取組を検討。 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 債権回収において、被害者援護業務実施基準

を作成し、基準に沿って債務者へ早期に折衝す

るよう各主管支所へ周知する等の取り組みによ

り、債権回収率 90％以上を確保していることか

ら、年度計画における所期の目標を達成してい

ると認められるため B 評価とした。 

 

４．その他参考情報 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―５ 自動車事故被害者等への相談対応・広報活動 

業務に関連する政策・施

策 

施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 9 号 

 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度   ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

ホットライ

ンの相談件

数 

－ 2,309 件 1,728 件      予算額（千円） －     

在宅介護相

談窓口にお

ける相談件

数 

－ 1,609件 1,172 件      
決算額（千円） 

※注１～注３ 
7,450,263     

 
        

経常費用（千円） 

※注１～注３ 
7,558,344     

 
        

経常利益（千円） 

※注１～注３ 
148,150     

 
        

行政サービス実施

コスト（千円） 
－     

 
        

従事人員数 

※注４ 
309     

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「被害者援護業務」

の実績額（被害者援護業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事

業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担務して

おり業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数３３４人から計上可能な本

部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 療護施設の周

知徹底をはじめ、

自動車事故被害

者等への情報提

供や相談対応を

的確に実施する。 

あわせて、不知

によりサービス

が享受できない

ことがないよう

HP やパンフレッ

ト、地方自治体等

の関係機関との

連携を通じた事

業の周知を積極

的に行う。 

【指標】 

・ホットライン

の相談件数（前中

期目標期間実績：

平成 24 年度から

27 年度まで平均

相談件数 3,117

件） 

・在宅介護相談

窓口における相

談件数（前中期目

標期間実績：平成

24年度から27年

度までの平均相

談 件 数  1,960

件） 

・各支所の管轄

する地域の病院、

警察署、地方自治

体、学校等に対す

る広報活動件数 

①自動車事故の

被害者等からの

問い合わせに対

し、機構の各種援

護制度や他機関

の援護制度・事故

相談・訴訟・病院

等に関する総合

的な情報提供や

相談対応を関係

機関と連携して

的確に行います。 

②療護施設の周

知徹底をはじめ、

不知によりサー

ビスが享受でき

ないことがない

よう被害者援護

業務の一層の周

知のため、機関誌

やホームページ

の活用により各

種情報を発信す

るとともに、関係

機関と連携した

周知活動を行い

ます。 

①情報案内サー

ビス（交通事故被

害者ホットライ

ン）等により、自

動車事故の被害

者等からの問い

合わせに対し、機

構の各種援護制

度を提供すると

ともに、他機関の

援護制度・事故相

談・訴訟・病院・

被害者団体等に

関する総合的な

情報提供を行い

ます。 

また、地方公共

団体、病院等に情

報案内サービス

の周知を行うほ

か、他の機関の主

催する会議等に

積極的に参加し、

機構の各種援護

制度の周知に努

めます。 

②療護施設の周

知徹底をはじめ、

不知によりサー

ビスが享受でき

ないことがない

よう被害者援護

業務の一層の周

知のため、機関誌

やホームページ

の活用により各

種情報を発信す

るとともに、関係

＜主な定量的指

標＞ 

なし 

＜その他の指標

＞ 

・ホットラインの

相談件数 

・在宅介護相談窓

口における相

談件数 

 

 

＜評価の視点＞ 

・被害者等のニー

ズに応じた相

談対応がなさ

れているか。 

・広報活動におい

て病院等にど

れだけ周知が

出来ているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

１）ホットラインの利用向上の

ため、以下の取組を実施した

結果、受付件数 1,728件、相

談窓口紹介先件数は 3,221件

となった。 

・ホットラインのロゴをあしら

ったチラシ等を作成し、「ナ

スバギャラリーＩＮ東京」、

「交通安全アクション 2017」

等の集客イベントの場のほ

か、政府主催の各シンポジウ

ム等にて配布。 

・「被害者援護制度紹介リーフ

レット」にホットラインのペ

ージについて利用例を掲載

するなどして、全国に支所を

有する体制を活用し、各現場

を通じて各関係機関に対し

周知を行った。 

・情報案内サービスに従事する

者（オペレーター）が的確に

情報提供ができるようにＮ

ＡＳＶＡの被害者支援制度

や他の制度の講義を行った。 

２）ホットラインアウトバウン

ド業務等により救命救急病

院等に対し 3,397 件の広報

活動を行った。 

３）介護に関する相談窓口にお

ける相談支援の実施 

・各主管支所の介護福祉士等の

資格を持つ在宅介護相談員

が、療護施設と連携して

1,172 件の相談に対応し、介

護に関する知識・技術の提供

等を実施。 

４）被害者援護に係る情報発信 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

交通事故被害者ホットライ

ンによる情報案内サービス、在

宅介護相談窓口における相談

支援を実施するとともに、介護

者なき後（親なき後）問題を始

めとする必要な情報の提供も

継続して行っている。 

また、アウトバウンドを利用

した広報活動も行っているな

ど、年度計画を十分に達成して

いるものと判断しＢ評価とす

るものである。 

 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、交通事故被害者等

に対する相談支援の充実、各種

情報の発信を積極的に行う。 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 交通事故被害者ホットラインによる情報案内サー

ビス、在宅介護相談窓口における相談支援の実施、

国の連携した介護者なき後問題に関する情報提供と

いった従来からの取り組みに加え、日本損害保険協

会や日本福祉用具供給協会を通じた周知活動などに

より、不知によりサービスが享受できないことがな

いよう被害者援護業務の一層の周知のため各種情報

の発信を積極的に行っており、年度計画における所

期の目標を達成していると認められるため、B 評価

とした。 



46 

機関と連携した

周知活動を行い

ます。 

・機関誌「ほほえみ」を年 4回

発行し介護料受給者を対象

に配布。特集記事として、新

たに短期入院の協力病院の

指定となった病院の紹介や

自然災害等に備える防災情

報の紹介等、受給者から要望

のあった有益な記事を掲載。 

・国土交通省と連携し、ＮＡＳ

ＶＡホームページ内に介護

者なき後（親なき後）問題に

関する情報を引き続き掲載。 

５）日本損害保険協会等を通じ

た周知活動 

・昨年度に引き続き、日本損害

保険協会及び全国共済農業

協同組合連合会に対し、ＮＡ

ＳＶＡの被害者援護業務の

周知依頼をトップセールス

により実施し、被害者援護業

務のリーフレット等の配布

の協力を得た。 

６）日本福祉用具供給協会を通

じた周知活動 

・介護ベッドや介護用イス等福

祉用具の販売、レンタルを行

う事業者の唯一の全国団体

である日本福祉用具供給協

会の協力により、平成 29年 9

月 27日から 29日の間、東京

で開催された国際福祉機器

展における同協会のブース

内に、ＮＡＳＶＡの被害者援

護業務の周知を図るためパ

ンフレットを設置。 

７）警察庁主催の交通遺児等支

援担当者（学識経験者、各

県警察、自治体、被害者支

援団体等）による意見交換

会において、貸付制度等の

周知をした他、以下の取組
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を実施。 

（警察庁主催） 

・「自助グループ運営・連絡会

議」（平成 29年 11月 6・7日：

大阪府）に参加し、貸付制度

等について周知を行った。 

・「交通事故で家族を亡くした

子どもの支援に関するシン

ポジウム」（平成 30年 1月 20

日：新潟）に参加し、貸付制

度等について周知を行った。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６―１ 自動車アセスメント情報提供業務 効率的・効果的な試験・評価の実施 

業務に関連する政策・施

策 

施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8 号 

 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度：高】 

高齢運転者による死亡事故が相次いで発生しており、「第１回高齢

運転者による交通事故防止対策に関する関係閣僚会議」（平成 28 年

11 月 15 日）における総理指示を踏まえ、先進安全技術の安全性能

評価を自動車ユーザーに分かりやすく伝え、時勢に合わせて安全効

果の高い自動車が市場で選択されやすい環境を整えていく必要が

あるため。 

【難易度：高】 

評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率については、自

動車メーカーの経営判断による販売台数の多い車種のモデルチェ

ンジ等によりカバー率が大きく下がるなどの外部要因に強く影響

を受ける指標であるため。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 195 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度   ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

評価実施車

種の年間新

車販売台数

に対するカ

バー率 

中期目標期

間の各年度

において８

０％以上 

78.4％ 80.0％      予算額（千円） －     

達成度 
－ －  99.9％      

決算額（千円） 

※注１～注３ 
575,698     

ファイブス

ター獲得車

種数 

－ 6 車種 9 車種      
経常費用（千円） 

※注１～注３ 
598,323     

平均評価得

点数 
－ 182.3 183.7      

経常利益（千円） 

※注１～注３ 
27,299     

最高評価得

点数 
－ 199.7 193.9      

行政サービス実施

コスト（千円） 
－     

 
        

従事人員数 

※注４ 
309     
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※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「自動車アセスメン

ト情報提供業務」の実績額（自動車アセスメント情報提供業務全体の実績額）

を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事

業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担務して

おり業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数３３４人から計上可能な本

部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ①車両の安全性能

に関する公正でわ

かりやすい情報提

供を進めることに

より自動車メーカ

ーの安全な車の開

発意識を高めるた

めに、国土交通省

が定める自動車ア

セスメント事業の

拡充のためのロー

ドマップ（以下、

「ロードマップ」

という）に基づき、

国及び関係機関と

連携しつつ、国の

実施機関として効

率的かつ効果的に

車両の安全性能に

ついて試験及び評

価を行う。 

 

②消費者の立場、

被害者の立場に立

った機構ならでは

の取組となるよう

に努め、ロードマ

ップに基づき、技

①効率的かつ公

正な自動車アセ

スメント情報提

供業務を実施す

ることにより、

ユーザーがより

安全な車を選択

できる環境を整

えるとともに、

自動車メーカー

による安全な車

の開発を促進し

ます。 

 

②国土交通省が

定める自動車ア

セスメント事業

の充実のための

ロードマップに

基づき、技術の

進展により新た

に実用化された

安全性能の高い

装置等に関する

評 価 項 目 の 導

入、既存評価項

目の充実等のた

めの検討を行い

①国土交通省告示

で定められた自動

車アセスメントの

評価について、公正

かつ効率的に評価

試験を実施するこ

とにより、ユーザー

がより安全な車を

選択できるように

するとともに、自動

車メーカーによる

安全な車の開発を

促進します。 

 

②国土交通省が定

める自動車アセス

メントの充実のた

めのロードマップ

に基づき、以下の取

組を実施します。ま

た、以下の取組を効

率的に実施するた

め、海外の自動車ア

セスメント関係機

関等との情報共有

を積極的に実施し

ます。 

ア 平成 29 年度か

＜主な定量的指

標＞ 

評価実施車種

の年間新車販売

台数に対するカ

バー率 

 

＜その他の指標

＞ 

・ファイブスター

獲得車種数 

・平均評価得点数 

・最高評価得点数 

 

＜評価の視点＞ 

・ユーザーがより

安全な車を選択

できるようにな

っているか。 

・自動車メーカー

による安全な車

の開発が促進さ

れているか。 

・自動車アセスメ

ントのロードマ

ップに基づく取

り組みを行って

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

① 安全な車の選択・開発促

進 

・自動車アセスメントにつ

いて、衝突安全性能評価

15 車種、予防安全性能評

価 20 車種、チャイルドシ

ート安全性能評価 5 製品

について試験を行い、評

価を実施し、ユーザーが

より安全な車を選択でき

るようにした。 

 

・衝突安全性能評価におい

ては、最高評価であるフ

ァイブスター賞を 9 車種

が獲得したほか、ファイ

ブスター賞の平均得点が

昨年度に引き続き 180 点

を超えた。 

・予防安全性能評価におい

ては、評価平均点が増加

した。 

・以上により、自動車メーカ

ーによる安全な車の開発

が促進された。 

② 充実のための取組・情報

共有 

＜評定と根拠＞ 評定：B 

多くの車種について効率的

かつ公正な試験・評価に取り

組み、衝突安全性能評価にお

いては、引き続き高い得点で

推移している。 

予防安全性能評価において

は、試験項目増に伴い、評価平

均点の増加により、事故低減

効果が見られた等、自動車メ

ーカーの安全な車の開発意識

の向上が表れている。 

評価実施車種の年間新車販

売台数に対するカバー率は概

ね達成した。 

以上により、年度計画を十

分に達成しているものと判断

し B 評価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

自動車メーカーの安全な車

の開発意識の向上に向け、引

き続き効果的な方策について

検討を行う。 

予防安全技術の一層の充実

に向け、夜間（街灯なし）の歩

行者事故対策に係る調査研究

等に取り組む。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 衝突安全性能評価において最高評価であるファイブ

スター賞を 9 車種獲得したほか、ファイブスター賞の

平均得点が昨年度に引き続き 180 点を超えており、予

防安全性能評価においても、評価平均点が増加してい

るなど、自動車メーカーによる安全な車両の開発意識

の向上についても数値的に表れている。 

 また、評価実施車種の年間新車販売台数に対するカ

バー率は衝突安全性能は83.2%、予防安全性能は76.7%

となり総合的には約 80%となり、年度計画における所

期の目標を達成していると認められるため、B 評価と

した。 
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術の進展により新

たに実用化された

安全性能の高い装

置等に関する評価

項目の導入、既存

評価項目の充実等

のための検討を行

う。この検討を効

率的に実施するた

め、海外アセスメ

ント関係機関等と

の情報共有を積極

的に実施する。 

 

【重要度：高】 

高齢運転者による

死亡事故が相次い

で発生しており、

「第１回高齢運転

者による交通事故

防止対策に関する

関係閣僚会議」（平

成 28 年 11 月 15

日）における総理

指示を踏まえ、先

進安全技術の安全

性能評価を自動車

ユーザーに分かり

やすく伝え、時勢

に合わせて安全効

果の高い自動車が

市場で選択されや

すい環境を整えて

いく必要があるた

め。 

 

③以上の施策を実

施することによ

り、安全な自動車

の普及促進に資す

るよう、評価実施

ます。具体的に

は、車線維持支

援装置、夜間に

おける歩行者に

対する被害軽減

ブレーキ、高機

能 走 行 用 前 照

灯、ペダル踏み

間違いによる誤

発進抑制装置な

どの評価方法の

策定のための検

討を行うととも

に、衝突安全性

能評価をより効

果的なものとす

るための検討を

行います。 

また、この検

討を効率的に実

施するため、海

外アセスメント

関係機関等との

情報共有を積極

的 に 実 施 し ま

す。 

 

③以上の施策を

実施することに

より、販売台数

の多い車種を優

先して効率的に

試験を実施する

とともに、自動

車メーカー等が

自発的に評価を

受けるような評

価方法とするな

どにより、評価

実施車種の年間

新車販売台数に

ら開始する「車線逸

脱抑制装置」の性能

評価の詳細な手順

を策定するための

検討を行います。 

イ 平成 30 年から

実施予定の歩行者

対応の「被害軽減ブ

レーキ」の夜間性能

の評価のための評

価方法を策定する

ための検討を行い

ます。あわせて、高

機能走行用前照灯

の性能評価のため

の評価方法を策定

するための検討を

行います。 

ウ 平成 30 年度か

ら実施予定の「ペダ

ル踏み間違い時加

速抑制装置」の性能

評価のための評価

方法を策定するた

めの検討を行いま

す。 

エ 自動車アセス

メントをより効率

的かつ効果的なも

のとするため、自動

車等の安全性能評

価の追加・変更等に

ついて調査・研究に

よる検討を行いま

す。 

 

③自動車アセスメ

ントについて、販売

台数の多い車種を

優先して効率的に

試験を実施すると

・海外の自動車ア

セスメント関係

機関等との情報

共有を行ってい

るか。 

・評価実施車種の

年間新車販売台

数に対するカバ

ー率が８０％以

上になっている

か。 

・詳細な手順を策定するた

めの検討を行い、「車線逸

脱抑制装置」の性能評価

を開始した。 

・平成 30 年度から実施予定

の歩行者対応の「被害軽

減ブレーキ」の夜間性能

の評価のための評価方法

を策定するための検討を

行った。あわせて、「高機

能走行用前照灯」の性能

評価のための評価方法を

策定するための検討を行

った。 

・平成 30 年度から実施予定

の「ペダル踏み間違い時

加速抑制装置」の性能評

価のための評価方法を策

定するための検討を行っ

た。 

・チャイルドシートの安全

性能評価に当たり、ダミ

ーの腹部への圧力計につ

いて、誤作動が発生し、今

後故障の可能性が高くな

ったことから、別の圧力

計への移行のための調査

を行った。 

・平成２９年 8 月 3 日 

Euro NCAP（欧州）、IIHS

（米国（道路安全保険協

会））、KNCAP（韓国）、

Latin NCAP（中南米）の

関係者が来訪し、意見交

換により情報共有を行っ

た。 

・平成２９年 9 月 11 日 

ANCAP（オーストラリ

ア・ニュージーランド）、

ASEAN NCAP（アセア

ン）、C-NCAP（中華人民
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車種の年間新車販

売台数に対するカ

バー率を中期目標

期間の各年度にお

いて８０％以上と

する。 

 

【難易度：高】 

評価実施車種の年

間新車販売台数に

対するカバー率に

ついては、自動車

メーカーの経営判

断による販売台数

の多い車種のモデ

ルチェンジ等によ

りカバー率が大き

く下がるなどの外

部要因に強く影響

を受ける指標であ

るため。 

対するカバー率

を中期目標期間

の各年度におい

て８０％以上と

なるようにしま

す。 

ともに、自動車メー

カー等が自発的に

評価を受けるよう

な評価方法とする

などにより、評価実

施車種の年間新車

販売台数に対する

カバー率（平成 29

年度）を８０％以上

となるようにしま

す。 

共和国）、Euro NCAP、

IIHS 、 KNCAP 、 Latin 

NCAP が参加する Global 

NCAP 年次会合に参加

し、各々がアセスメント

に関するプレゼンを行

い、情報共有を行った。 

・平成 29 年 9 月 20 日 

Global NCAP 議長が来訪

し、意見交換により情報

共有を行った。 

③ 評価実施車種の年間新車

販売台数に対するカバー

率は、衝突安全性能は

83.2％、予防安全性能は

76.7％となり、総合的に

は約 80.0％となった。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６―２ 自動車アセスメント情報提供業務 わかりやすい情報提供 

業務に関連する政策・施

策 

施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8 号 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 195 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度   ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

広報活動実

施件数 

中期目標期

間の年度毎

に 50 件以

上 

90 件 

（計画） 
50 件以

上 
（実績） 

98 件 

     予算額（千円） －     

達成率 － － 196.0％      
決算額（千円） 

※注１～注３ 
575,698     

自動車アセ

スメントＨ

Ｐアクセス

件数 

－ 約 150 万件 
約 149 万

件 
     

経常費用（千円） 

※注１～注３ 
598,323     

自動車アセ

スメントパ

ンフレット

配布数 

－ 約 180 万部 
約 200 万

部 
     

経常利益（千円） 

※注１～注３ 
27,299     

 
        

行政サービス実施

コスト（千円） 
－     

 
        

従事人員数 

※注４ 
309     

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「自動車アセスメント情

報提供業務」の実績額（自動車アセスメント情報提供業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損

益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担務しており

業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数３３４人から計上可能な本部の間接

部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ④自動車ユーザ

ー等がより安全

な自動車等を選

べるよう、自動車

アセスメント事

業における自動

車等の安全性能

の評価結果等を、

パンフレット、ホ

ームページ等に

おいて分かりや

すく表示すると

ともに、積極的な

広報活動により

自動車ユーザー

等に発信する。 

 なお、中期目標

期間の年度毎に

広報活動件数を

５０件以上とす

る。 

④自動車ユー

ザー等がより

安全な自動車

等を選べるよ

う、自動車アセ

スメント事業

における自動

車等の安全性

能の評価結果

等を、パンフレ

ット、ホームペ

ージ等におい

て分かりやす

く表示すると

ともに、広報活

動により自動

車ユーザー等

に伝えます。 

 また同様に、

シートベルト

やチャイルド

シートなどの

自動車の安全

装置等が適切

に使用される

よう、適切に使

用しない場合

の影響等がわ

かる情報をパ

ンフレット、ホ

ームページ等

にわかりやす

く表示すると

ともに、広報活

動により自動

車ユーザー等

に伝えます。 

 なお、中期目

④自動車アセス

メントの評価結

果や自動車の安

全装備等の情報

を、以下の手段に

より、分かりやす

く利用しやすい

形で自動車ユー

ザー等に伝える

ことにより、より

安全な自動車の

普及を促進しま

す。 

ア より安全な

自動車の必要性

が伝わるような

チラシ、パンフレ

ット等の広報資

料を、自動車アセ

スメントの評価

結果と合わせて

作成し、広報イベ

ントや自動車販

売店などで配布

できるようにし

ます。 

イ ホームペー

ジにおける自動

車アセスメント

の評価結果や自

動車の安全装備

等の情報を、自動

車ユーザーが分

かりやすく利用

しやすい形で提

供できるように

するとともに、評

価結果の入力方

＜主な定量的指

標＞ 

広報活動実施

件数 

 

＜その他の指標

＞ 

・自動車アセス 

メントホーム

ページアクセ

ス件数 

・自動車アセスメ

ントパンフレ

ット配布数 

 

＜評価の視点＞ 

ユーザーのニ

ーズに沿った分

かりやすい情報

提供がなされて

いるか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

・パンフレットについては、衝

突安全性能評価を約 50 万

部、予防安全性能評価を約

58 万部、チャイルドシート

安全比較 BOOK を約 39 万部

作成した。 

・パンフレット以外に、アセス

メントの広報用チラシを約

53 万部、事故自動通報装置

のリーフレットを 1 万 5 千

部作成した。 

・パンフレット等は、東京、名

古屋、大阪、福岡、札幌及び

東北（仙台）の各モーターシ

ョーその他のイベントのほ

か、全国の自動車販売店、整

備事業者、道の駅、運転免許

センター等で配布した。 

・チャイルドシート安全比較

BOOK については、産婦人科

や小児科の病院等でも配布

した。 

・パンフレットとともに、引き

続き、最新の自動車アセス

メント・チャイルドシート

アセスメント情報をスマー

トフォン等でも見やすくす

るために、ＱＲコードを記

載したチラシを作成した。 

・各種パンフレットについて

は、引き続き、アセスメント

の概要がより理解されやす

いよう、掲載内容の構成を

見直したほか、より安全な

車選びの必要性を認識して

いただくための「より安全

な車選びのためのチェック

＜評定と根拠＞ 評定：Ａ 
昨年度に引き続き広報手

段として、多くの人に容易に
自動車アセスメント情報に
触れてもらうため、パンフレ
ットやチラシを作成し各イ
ベント等において広く配布
したほか、平成 27 年度から
取り組みを開始した試験車
両の展示による自動車アセ
スメント広報活動を引き続
き実施した。 
また、東京モーターショー

を始め全国で開催されたモ
ーターショーに参加し、特に
全国各地における試験車両
展示等の広報活動について
は、年度計画を大きく上回る
98回もの開催により、これま
で以上に幅広く周知活動を
行った。 
この取組に連動してパン

フレット等の配布数が総数
約 200万部となった。また、
テレビ報道において、評価を
している機関（ＮＡＳＶＡ）
の紹介やパンフレットの紹
介等自動車アセスメントに
関する放映もされた。さら
に、自動車アセスメント結果
発表会のイベントも一般紙
に紹介された。ホームページ
のアクセス数も約 149 万件
となり、高い水準で推移し、
自動車アセスメント情報の
提供がこれまで以上に向上
しており、年度計画を大きく
上回っているものと判断し
Ａ評価とするものである。 
 

 
 
 

評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

JNCAP ファイブスター賞授賞式や試験車両の展示、安全

性の高いチャイルドシートの取り付け体験等について、全

国の主管支所等で年度計画を大きく上回る 98 回（年度計画

比 196.0％）実施するほか、平成 29 年度においては、東京

モーターショーを始め、全国で開催されたモーターショー

に参加して、広範な情報発信に努めるとともに、個々のメ

ディアに対する積極的なアピールの効果もあり、多くの報

道機関で取り上げられるなど、効果的な情報発信がなされ

ている。この取り組みに連動して、パンフレット等の配布

数が総数約 200 万部となったほか、パンフレットに新たに

「より安全な車選びのためのチェックリスト」や予防安全

装置を使用する際の説明や注意事項を掲載し、ユーザーが

より安全な車選びの重要性と認識するための取り組み等を

実施している。 

 加えて、自動車アセスメント発表会等の場を活用して、

絵画や写真といった交通遺児や重度後遺障害者の創作作品

を展示するなど、被害者援護業務との連携を図っている。 

 以上の取り組みは、年度計画における所期の目標を上回

る成果が得られていると認められ、A 評価とした。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者の意見） 

・パンフレットの解説部分の役割が非常に大きい。今年度

のパンフレットを見ると、昨年に比べて改善されている。

今後も予防安全性能の使い方という面で、わかりやすく理

解させるように強化していただきたい。 

・NASVA の評価を受けているということは安全性が担保

されていると国民は思うはず。責任を伴っている情報提供

であると言うことは引き続き認識をして欲しい。 
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標期間の年度

毎に広報活動

件数を５０件

以上とします。 

法を改善するこ

とにより、誤掲載

のリスクの削減、

効率化等を図り

ます。 

ウ チラシ、パン

フレット等を活

用した広報活動

を年度内に 50 件

以上実施するこ

とにより、自動車

アセスメントの

認知度を向上さ

せ、その評価結果

などが自動車の

購入の際に利用

されるようにし

ます。 

リスト」を掲載した。 

・自動車アセスメントのホー

ムページでは、引き続き、衝

突試験等の動画を掲載し、

どのような試験を行ってい

るかがわかりやすくしてい

る。 

・年度中のホームページのア

クセス件数は約 149 万回と

なった。 

・平成 29年 10月 26日に「前

期自動車アセスメント結果

発表会」を東京モーターシ

ョーのプレスデーの中で開

催し、各種の媒体において

多数、報道された。（新聞 2

紙、ネット媒体 42件） 

・東京、名古屋、大阪、福岡、

札幌及び東北（仙台）の各モ

ーターショーに、自動車ア

セスメントの展示ブースを

出展し、パンフレット等の

配布の他、衝突試験車両の

展示や各試験の動画の上映

を行った。（発表の無い東北

（仙台）を除き、主催者発表

の来場者の合計は約 149 万

人） 

・主管支所等の担当職員への

自動車アセスメント等の認

知度向上や社会的意義をよ

り広く伝達するための研修

を前期（9月）、後期（2月）

の 2 回実施した等により、

主管・支所単位で試験車両

の展示、チャイルドシート

の取り付体験等自動車アセ

スメントを中心とした広報

活動を全国で 98 回実施し

た。 

・平成 30 年 5 月 31 日に「平
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成29年度自動車アセスメン

ト結果発表会」を開催し、試

験結果を公表するととも

に、「衝突安全性能評価ファ

イブスター賞」を授与した。

なお、報道関係者 46人、一

般来場者約 6,600 人が来場

し、結果発表会後 1 週間に

おいて、延べ 126 件の報道

がされた。＜新聞 6 紙、ネ

ット媒体 120件＞ 

 
 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１―１ 業務改善の取組 効率的な運営体制の確保、管理業務の簡素化等 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ①事業全般の精

査・見直しを行い、

引き続き、効率的

な運営体制を確保

しつつ、管理業務

の簡素化等を図

る。 

①事業全般の精

査・見直しを行

い、引き続き、効

率的な運営体制

を確保しつつ、

管理業務の簡素

化 等 を 図 り ま

す。 

①事業全般の精

査・見直しを行

い、引き続き、効

率的な運営体制

を確保しつつ、

管理業務の簡素

化 等 を 図 り ま

す。  

＜主な定量的指

標＞ 

なし 

 

＜その他の指標

＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

効率的な運営

体制を確保しつ

つ、管理業務の

簡素化等が図ら

れているか。 

＜主要な業務実績＞ 

業務改革推進検討委員会

のもと業務改革推進検討プ

ロジェクトチームにおいて、

青森、神奈川、兵庫支所の 3

支所をモデル支所として選

定し、業務の効率化、高度化

のための取組の実施、効果の

検証等を行うとともに、今後

の他の主管支所等における

効率的な業務運営のための

取組施策について検討した。 

業務改革推進検討委員会

において、今後も、各主管支

所において業務の運営の効

率化、高度化のための取組を

継続的に実施し、その効果等

を検証していく必要がある

との方向性が示された。 

また、平成 30 年 2 月にＷ

ｅｂ会議システムを導入し、

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

各主管支所において業務運

営の効率化、高度化のための取

組を継続的に実施し、その効果

等を検証していく必要がある

との方向性を示していること、

Ｗｅｂ会議システム導入によ

る業務運営の迅速化などにつ

いては、年度計画を十分に達成

しているものと判断しＢ評価

とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も引き続き事業全般の

精査・見直しを行う。 

 

評定 B 

 青森、神奈川、兵庫支所の３支所をモデル支所として選

定し、モデル支所の実施事例などを参考に次年度の業務改

善の効率化のための取り組みを実施するほか、新たな取り

組みとして平成 30 年 2 月に Web 会議システムを導入し、

本部及び全ての支所間における各現地での打合せを行っ

ているなど、評価の視点である管理業務の簡素化が図られ

ており、年度計画における所期の目標を達成していると認

められるため、B 評価とした。 
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本部及び全ての主管支所、支

所間における各現地での打

ち合わせ等を可能とすると

ともに、平成 30 年 3 月にタ

ブレット端末を本部に導入

したことにより、会議等の業

務運営に係る迅速化、効率化

が図られた。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１―２ 業務改善の取組 一般管理費・業務経費の削減、調達等合理化の取組の推進 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

一般管理費予算額、

決算額 
－ 

（予算額） 

435 百万円 

（決算額） 

431 百万円 

（予算額） 

401 百万円 

（決算額） 

397 百万円 

     

一般管理費削減割

合、削減額 

中期目標期間の

最後の事業年度

において、平成

２ ８ 年 度 比 で

15％以上削減 

4.1％ 

（計画） 

平成２８年度予算

の 7.85％以上 

34 百万円 

（実績） 

8.67％ 

38 百万円 

     

達成度 － 136.7％ 110.4％      

業務経費予算額、決

算額 
－ 

（予算額） 

4,083 百万円 

（決算額） 

3,780 百万円 

（予算額） 

3,904 百万円 

（決算額） 

3,888 百万円 

     

業務経費削減割合、

削減額 

中期目標期間の

最後の事業年度

において、平成

２ ８ 年 度 比 で

10％以上削減 
3.6％ 

（計画） 

平成２８年度予算

の 4.38％に相当

する額を削減 

179 百万円 

（実績） 

4.76％ 

194 百万円 

     

達成度 － 180.0％ 108.7％      
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ②業務運営の効

率化を図ること

により、一般管理

費（人件費、公租

公課等の所要額

計上を必要とす

る経費及び特殊

要因により増減

す る 経 費 を 除

く。）について、中

期目標期間の最

後の事業年度に

おいて、平成２８

年度比で１５％

以上削減すると

ともに、業務経費

（人件費、公租公

課等の所要額計

上を必要とする

経費及び特殊要

因により増減す

る経費を除く。）

について、中期目

標期間の最後の

事業年度におい

て、平成２８年度

比で１０％以上

削減する。 

 

③契約について

は、「独立行政法

人における調達

等合理化の取組

の推進について」

（平成２７年５

月２５日総務大

臣決定）等を踏ま

え、引き続き、公

②一般管理費（人

件費、公租公課等

の所要額計上を

必要とする経費

及び特殊要因に

より増減する経

費を除く。）につ

いて、業務運営の

効率化を推進し、

中期目標期間の

最終年度までに、

平成２８年度比

で１５％以上削

減します。 

 

③業務経費（人件

費、公租公課等の

所要額計上を必

要とする経費及

び特殊要因によ

り増減する経費

を除く。）につい

て、業務運営の効

率化を推進し、中

期目標期間の最

終年度までに、平

成２８年度比で

１０％以上削減

します。 

 

④「独立行政法人

における調達等

合理化の取組の

推進について」

（平成２７年５

月２５日総務大

臣決定）を踏ま

え、引き続き、公

②一般管理費（人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要と

する経費及び特殊

要因により増減す

る経費を除く。）に

ついて、業務運営の

効率化を推進し、平

成３３年度末まで

に、平成２８年度比

で１５％以上削減

するため、平成２９

年度において、平成

２８年度予算の７.

８５％に相当する

額を削減します。 

 

③業務経費（人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要と

する経費及び特殊

要因により増減す

る経費を除く。）に

ついて、業務運営の

効率化を推進し、平

成３３年度末まで

に、平成２８年度比

で１０％以上削減

するため、平成２９

年度において、平成

２８年度予算の４.

３８％に相当する

額を削減します。  

 

④「独立行政法人に

おける調達等合理

化の取組の推進に

ついて」（平成２７

＜主な定量的

指標＞ 

・一般管理費削

減割合 

・業務経費削減

割合 

 

＜その他の指

標＞ 

・一般管理費予

算額、決算額 

・一般管理費削

減額 

・業務経費予算

額、決算額 

・業務経費削減

額 

 

＜評価の視点

＞ 

・一般管理費及

び業務経費が

着実に削減さ

れているか。 

・契約の競争性

及び透明性が

確保されてい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

・一般管理費において、業務運

営の効率化を推進するととも

に、経費削減方策に基づき経

費削減を積極的に取組み、計

画（平成 28年度予算に対し▲

7.85％削減）を上回る経費削

減（▲8.67％）を達成。 

・業務経費において、業務運営

の効率化を推進するととも

に、経費削減方策に基づき経

費削減に積極的に取組み、計

画（平成 28年度予算に対し▲

4.38％削減）を上回る経費削

減（▲4.76％）を達成。 

・公正性・透明性を確保しつつ、

自律的かつ継続的に調達等の

合理化を図るため、平成２９

年度調達等合理化計画を策

定。 

・同計画に則り、企画競争によ

る場合の事前検証の徹底、一

者応札の見直し、調達グルー

プを超えた一括調達、障害者

就労施設等からの調達に重点

的に取り組んほか、調達に関

するガバナンスの徹底を実

施。 

・さらに、計画策定、実施、自

己評価及び次計画への反映と

いうＰＤＣＡサイクルによる

推進を図るため、「平成 29 年

度独立行政法人自動車事故対

策機構調達等合理化計画」に

基づく取組状況について、オ

ープンカウンター方式による

調達等の実施、新たに競争性

のない随意契約を締結するこ

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

平成 28 年度予算に対し、一

般管理費 7.85％以上、業務経費

4.38％以上の削減を図ってい

る。 

「独立行政法人における調

達等合理化の取組の推進につ

いて」（平成 27 年 5 月 25 日総

務大臣決定）に基づき「平成 29

年度独立行政法人自動車事故

対策機構調達等合理化計画」を

策定し、公正性・透明性を確保

しつつ、自律的かつ継続的な調

達等の合理化に向けた取組を

着実に実施しており、年度計画

を十分に達成しているものと

判断しＢ評価とするものであ

る。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、経費削減を積極的

に取り組むとともに、更なる調

達の合理化に向けて取り組む。 

 

 

 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 一般管理費及び業務経費について、計画を上回る経

費削減を実施している。また、平成 29 年度調達等合

理化計画を策定し、公正性・透明性を確保しながら、

自立的かつ継続的な調達等の合理化を進めており、政

府の方針に沿った取り組みを確実に実施している。 

 以上により、年度計画における所期の目標を達成し

ていると認められるため、B 評価とした。 
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正かつ透明な調

達手続による、適

切で迅速かつ効

果的な調達を実

現する観点から、

機構内の推進体

制を整備し、契約

監視委員会を活

用するとともに、

一者応札の解消、

企画競争や新た

に競争性のない

随意契約を締結

する全ての案件

について適正契

約検証チームに

よる事前点検を

実施するなど、毎

年度策定する「調

達等合理化計画」

おいて前年度の

自己評価や課題

を踏まえ、更なる

調達の合理化を

推進するために

重点的に取り組

む分野の具体的

な設定を行い、同

計画を着実に実

施し、効率的な予

算執行及び運営

費交付金の適切

かつ効率的な使

用に努める。 

正かつ透明な調

達手続きによる

適切で迅速かつ

効果的な調達を

実施する観点か

ら、機構内に調達

等合理化検討会

を設置し、調達等

合理化の推進を

図るとともに、契

約監視委員会を

活用して個々の

契約案件の事後

点検を実施しま

す。 

 具体的には、一

者応札の解消で

は、一者応札とな

った原因の検証

及び分析による

競争参加者の増

加に向けた取組

や毎年度実施す

る契約案件にお

いて同一事業者

による一者応札

が継続する場合

は適正契約検証

チームによる検

証を行った上で、

適正な契約方式

へ移行します。 

 また、企画競争

や新たに競争性

のない随意契約

を締結する全て

の案件について、

適正契約検証チ

ームよる事前点

検を実施するな

ど、毎年度策定す

年５月２５日総務

大臣決定）を踏ま

え、引き続き、公正

かつ透明な調達手

続きによる適切で

迅速かつ効果的な

調達を実施する観

点から、機構内に調

達等合理化検討会

を設置し、調達等合

理化の推進を図る

とともに、契約監視

委員会を活用して

個々の契約案件の

事後点検を実施し

ます。 

 具体的には、一者

応札の解消では、一

者応札となった原

因の検証及び分析

による競争参加者

の増加に向けた取

組や毎年度実施す

る契約案件におい

て同一事業者によ

る一者応札が継続

する場合は適正契

約検証チームによ

る検証を行った上

で、適正な契約方式

へ移行します。 

 また、企画競争や

新たに競争性のな

い随意契約を締結

する全ての案件に

ついて、適正契約検

証チームよる事前

点検を実施するな

ど、毎年度策定する

「調達等合理化計

画」において、更な

ととなる案件に対する適正契

約検証チームによる事前検証

の実施及び監事への報告等を

実施し、重点的に取り組む分

野に対する自己評価を行い、

外部有識者からなる契約監視

委員会の点検を実施。 
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４．その他参考情報 

特になし 

 

  

る「調達等合理化

計画」において、

更なる調達の合

理化を推進する

ための取組を設

定し、これらを着

実に実施すると

ともに、情報公開

の充実により、競

争性及び透明性

の確保を図りま

す。 

る調達の合理化を

推進するための取

組を設定し、これら

を着実に実施する

とともに、情報公開

の充実により、競争

性及び透明性の確

保を図ります。 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１―３ 業務改善の取組 外部評価の実施、公表 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ④機構の各業務の

改善状況等につい

て、タスクフォー

スにより、外部評

価を行い、その結

果をホームページ

等で公表する。 

⑤機構の業務の

改善状況等につ

いて、タスクフ

ォース（注７）に

より、外部評価

を行い、その結

果をホームペー

ジ等で公表しま

す。 

 

（注７）外部有

識者からなる事

業改善等を目的

とする評価のた

めの機関 

⑤機構の業務の

改善状況等につ

いて、タスクフ

ォース（注９）に

より、外部評価

を行い、その結

果をホームペー

ジ等で公表しま

す。 

 

（注９）外部有

識者からなる事

業改善等を目的

とする評価のた

めの機関 

＜主な定量的指標

＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

業務の改善状況

等について、タス

クフォースによ

り、外部評価を行

い、その結果をホ

ームページ等で公

表しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

平成 30 年 6 月 27 日に「第

29 回業績評価等のためのタス

クフォース」を開催し、平成 29

年度業務実績について報告

し、業務の改善状況等につい

て外部有識者による評価を実

施し、評価結果についてホー

ムページで公表した。 

なお、平成 29年 11月 20日

に「第 28回業績評価等のため

のタスクフォース」を開催し、

外部有識者に対して、平成 29

年度の上半期の業務実績につ

いて報告するとともに、今後

の業務運営全般について意見

を聴取し、その内容をホーム

ページで公表した。 

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

業務の改善状況等について、

外部評価を受け、その評価を踏

まえた業務運営を実施してい

ること及びその内容をホーム

ページに着実に公表している

ことから、年度計画を十分に達

成しているものと判断しＢ評

価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き業務の改善状況等

について、タスクフォースによ

り、外部評価を行い、その結果

をホームページ等で公表する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 機構の業務の改善状況等について、タスクフォース

により、外部評価を受け、評価の際に受けた課題等を踏

まえた業務運営を実施していること及びその内容をホ

ームページに公表していることから、年度計画におけ

る所期の目標を達成していると認められるため、B 評

価とした。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―２ 業務の電子化及びシステムの最適化 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

前中期目標期間最

終年度値 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 業務運営の簡

素化及び効率化

を図るため、Ｉ

ＣＴの活用等に

より、業務の電

子化及びシステ

ムの最適化を推

進する。 

業務の電子化

や機構の各業務

システム全体の

最適化について

検討し、順次改

善を進め、業務

運営の一層の簡

素化及び効率化

を図ります。  

業務の電子化

や機構の各業務

システム全体の

最適化について

検討し、順次改

善を進め、業務

運営の一層の簡

素化及び効率化

を図ります。 

＜主な定量的指

標＞ 

なし 

 

＜その他の指標

＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

業務の電子化

や機構の各業務

システム全体の

最適化について

検討し、順次改

善を進め、業務

運営の一層の簡

素化及び効率化

を 図 っ て い る

か。 

＜主要な業務実績＞ 

平成 30年 3月に通信が不安定

となっていた支所の通信回線の

高速化・安定化を図るために通

信環境を改善したり、人事異動

等に伴い、アプリケーション毎・

クライアントＰＣ毎に実施して

いた設定・変更作業を一括して

実施できるように基幹システム

を構築し、システムの最適化を

図った。 

また、平成 30年 2月にＷｅｂ

会議システムの導入により本部

及びすべての主管支所、支所間

における各現地での打合せ等を

可能とするとともに、平成 30年

3 月にタブレット端末を本部に

導入したことにより、業務の電

子化、効率化を図った。 

安全指導業務システムと経理

システムとの連携について検討

し、指導講習の受講者等の実績

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

基幹システムについて、通信

回線の高速化・安定化等性能の

向上やアプリケーション毎の

設定を一括してできるように

したり、Ｗｅｂ会議システムを

導入するなど、システムの最適

化や電子化を進めることによ

り、業務運営の簡素化及び効率

化を図った。 

また、安全指導業務と経理業

務のシステム連携の検討など

業務運営の簡素化及び効率化

についても着実に検討してい

ることから、年度計画を十分に

達成しているものと判断しＢ

評価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も引き続き業務の電子

化や機構の各業務システム全

体の最適化について検討し、順

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

基幹システムの構築、Ｗｅｂ会議システム導入のほ

か、安全指導業務システムと経理システムとの連携につ

いて検討するなど、業務の電子化や機構の各業務のシス

テム全体の最適化について検討し、順次改善を進め、業

務運営の一層の簡素化及び効率化を図っていることか

ら、年度計画における所期の目標を達成していると認め

られるため、B 評価とした。 
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データをオンラインで取り込む

ことによる収入管理業務の簡素

化及び効率化のためのフローを

構築し、システム連携構築のた

めの工程表を策定した。また、指

導講習、適性診断、安全マネジメ

ントそれぞれのシステムサーバ

を一元化することで、システム

の最適化を図った。 

次改善を進め、業務運営の一層

の簡素化及び効率化を図る。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 財務運営の適正化 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

前中期目標期間最

終年度値等 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 中期目標期間に

おける予算、収支

計画及び資金計画

について、適正に

計画し健全な財務

体質の維持を図

る。 

独立行政法人会

計基準の改訂（平

成１２年２月１６

日独立行政法人会

計基準研究会策

定、平成２７年１

月２７日改訂）等

により、運営費交

付金の会計処理と

して、業務達成基

準による収益化が

原則とされたこと

を踏まえ、引き続

き、収益化単位と

独立行政法人

会計基準の改訂

（平成１２年２

月１６日独立行

政法人会計基準

研究会策定、平

成２７年１月２

７日改訂）等に

より、運営費交

付金の会計処理

として、業務達

成基準による収

益化が原則とさ

れたことを踏ま

え、収益化基準

の単位としての

業務ごとに予算

と実績の管理を

行います。 

また、各年度

期末における運

独立行政法人

会計基準の改訂

（平成１２年２

月１６日独立行

政法人会計基準

研究会策定、平

成２７年１月２

７日改訂）等に

より、運営費交

付金の会計処理

として、業務達

成基準による収

益化が原則とさ

れたことを踏ま

え、収益化基準

の単位としての

業務ごとに予算

と実績の管理を

行います。 

 また、年度末

における運営費

＜主な定量的指標

＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

 独立行政法人会

計基準の改訂（平成

１２年２月１６日

独立行政法人会計

基準研究会作成、平

成２７年１月２７

日改訂）等により、

運営費交付金の会

計処理として、業務

達成基準（法人共通

は期間進行基準）に

よる収益化基準を

踏まえた、収益化基

＜主要な業務実績＞ 

平成 29年度事業開始前に支

出予算実施計画を策定し、収

益化基準の単位としての業務

ごとに運営費交付金を適正に

配分するとともに、予算と実

績の管理として第３四半期末

（12 月末）までに同計画の見

直しを行い、運営費交付金の

配分についても見直しを行っ

た。 

 

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

 独立行政法人会計基準の改

訂（平成 12 年 2 月 16 日独立

行政法人会計基準研究会作

成、平成 27年 1月 27 日改訂）

等に基づき、第３四半期末ま

でに予算と実績の管理を踏ま

えた支出予算実施計画及び収

益化基準の単位としての業務

ごとに運営費交付金配分の見

直しを実施していることか

ら、年度計画を十分に達成し

ているものと判断しＢ評価と

するものである。 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き、予算と実績の管

理を実施するとともに、独立

行政法人会計基準等を遵守

し、適正な会計処理に努める。 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 中期計画に基づいた年度計画予算、収支計画及び資

金計画の下、サービスその他業務の質の向上を図りつ

つ適正な予算執行を行っている。運営費交付金債務残

高の発生状況に留意した厳格な運営費交付金額の算定

も行っており、年度計画における所期の目標を達成し

ていると認められることから、B 評価とした。 
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しての業務ごとに

予算と実績を管理

する。 

また、独立行政

法人会計基準等を

遵守し、適正な会

計処理に努める。 

なお、毎年の運

営費交付金額の算

定については、運

営費交付金債務残

高の発生状況にも

留意した上で、厳

格に行うものとす

る。 

営費交付金債務

に関し、その発

生状況を厳格に

分析し、減少に

向けた努力を行

うとともに、独

立行政法人会計

基 準 等 を 遵 守

し、適正な会計

処 理 に 努 め ま

す。 

なお、毎年の

運営費交付金額

の算定について

は、運営費交付

金債務残高の発

生状況にも留意

した上で、厳格

に行うものとし

ます。 

交付金債務に関

し、その発生状

況を厳格に分析

し、減少に向け

た努力を行うと

ともに、独立行

政法人会計基準

等を遵守し、適

正な会計処理に

努めます。 

 なお、運営費

交付金額の算定

については、運

営費交付金債務

残高の発生状況

にも留意した上

で、厳格に行う

ものとします。 

準の単位としての

業務ごとに予算と

実績の管理を実施

しているか。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―２ 自己収入等の拡大 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 197 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

前中期目標期間最

終年度値等 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

療護センターにおけ

る外部検査受入件数 

年間 11,000 件程

度 
11,085 件 11,540 件      

達成度 － 110.9％ 104.9％      

療護センターにおけ

る外部検査収入 
－ 157 百万円 150 百万円      

自動車アセスメント

情報提供業務に係る

自動車メーカー等か

らの委託試験実施車

種数 

－ 23 車種 21 車種      

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 療護センターが

保有する高度先進

医療機器について

は、周辺地域の医

療機関等と協力し

つつ、前中期目標

期間実績の同水準

である年間１１ ,

０００件程度の外

部検査を積極的に

受け入れ、地域医

療への貢献を果た

すとともに自己収

入の確保を図るほ

か、安全指導業務

療護センター

が保有する高度

先進医療機器に

ついては、周辺

地域の医療機関

等 と 協 力 し つ

つ、前中期目標

期間実績と同水

準であるの外部

検査を積極的に

受け入れ、地域

医療への貢献を

果たすとともに

自己収入の確保

を図るほか、安

療護センターが

保有する高度先進

医療機器について

は、周辺地域の医

療機関等と情報を

共有するなどの協

力を図りながら、

前中期目標期間実

績と同水準である

年間１１ ,０００

件程度の外部検査

を積極的に受け入

れ、地域医療への

貢献を果たすとと

もに自己収入の確

＜主な定量的指標

＞ 

療護センターに

おける外部検査受

入件数 

 

＜その他の指標＞ 

・療護センターに

おける外部検査

収入 

・自動車アセスメ

ント情報提供業

務に係る自動車

メーカー等から

の委託試験実車

＜主要な業務実績＞ 

・外部検査の受託について、地域

医療への貢献として、ＭＲＩ、

ＰＥＴ等高度先進医療機器を活

用した外部検査の受入に努め、

11,540 件の外部検査を受託し、

1 億 5,010 万円の収入を確保。 

・安全指導業務の受益者負担の適

正化については、民間参入が進

む中であっても、ユニバーサル

サービスを確保の観点から事業

者の規模や所在地を考慮した幅

広いサービスの提供を継続的に

実施していく必要があるため、

受益者負担の適正化に関して慎

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

地域医療への貢献、受託収入

の確保のため外部検査の受入を

目標件数の 11,000 件を上回り

11,540件受け入れたこと、また、

安全指導業務においては、事業

者の規模や所在地を考慮した幅

広いサービスの提供を継続的に

実施していく必要があるため、

受益者負担の適正化に関して慎

重に検討していること、さらに

自動車メーカー等からの委託試

験の促進が図られたことから、

年度計画を十分に達成している

ものと判断しＢ評価とするもの

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 高度先進医療機器の活用については、計画値

以上の 11,540 件の外部受入を達成しており、

地域医療への貢献を果たしている。 

 また、自動車アセスメント情報提供業務に係

る自動車メーカー等からの委託試験は、衝突安

全性能試験で 9 車種、予防安全性能試験で 12

車種、計 21 車種実施し、メーカー等からの委

託試験の受け入れの促進が図られている。 

 以上により、年度計画における所期の目標を

達成していると認められることから、B 評価と

した。 
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の受益者負担の適

正化や自動車アセ

スメント情報提供

業務に係る自動車

メーカー等からの

委託試験の促進な

どを行い、国費負

担の圧縮を図る。 

全指導業務の受

益者負担の適正

化や自動車アセ

スメント情報提

供業務に係る自

動車メーカー等

からの委託試験

の促進などを行

い、国費負担の

圧 縮 を 図 り ま

す。 

 

保を図るほか、安

全指導業務の受益

者負担の適正化や

自動車アセスメン

ト情報提供業務に

係る自動車メーカ

ー等からの委託試

験の促進などを行

い、国費負担の圧

縮を図ります。 

種数 

 

＜評価の視点＞ 

・高度先進医療機

器の外部検査の

積極的な受入を

通じ、地域医療へ

の貢献、自己収入

の確保といった

取り組みが着実

になされている

か。 

・安全指導業務に

対する受益者負

担が適正になさ

れているか。 

・メーカー等から

の委託試験の受

け入れの促進が

図られているか。 

重に検討している。 

・自動車アセスメント情報提供業

務に係る自動車メーカー等から

の委託試験は、衝突安全性能試

験で 9 車種、予防安全性能試験

で 12車種、計 21車種行った。 

 

である。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、外部検査の受入を積

極的に行い、地域医療への貢

献、受託収入の確保に努める。 

・次年度に予定される消費税増

税、民間参入状況とユニバーサ

ルサービスの適正な継続等を

踏まえ、受益者負担の適正化を

図ることに関しては今後も慎

重な検討が必要。 

・平成 30年度はモーターショー

の開催が無く、ニューモデルの

投入が減少することにより、委

託試験は減少するものと見込

まれる。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―３ 保有資産の見直し 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

前中期目標期間最

終年度値等 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 保有資産につ

いては、資産の

利用度のほか、

本来業務に支障

のない範囲での

有効利用の可能

性、経済合理性

などの観点に沿

って、その必要

性について、自

主的な見直しを

不断に行う。 

保有資産につ

いては、引き続

き、資産の利用度

のほか、有効利用

の可能性、経済合

理性などの観点

に沿って、その保

有の必要性につ

いて不断に見直

しを行います。 

保有資産につ

いては、引き続

き、資産の利用

度のほか、有効

利用の可能性、

経済合理性など

の 観 点 に 沿 っ

て、その保有の

必要性について

不断に見直しを

行います。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

 保有資産につい

て、資産の利用度の

ほか、有効利用の可

能性を、経済合理性

などの観点に沿っ

て、その保有の必要

性について不断に見

直しを実施している

か。 

＜主要な業務実績＞ 

 保有資産について、現状（物）

確認を実施するなど資産の利

用度等についての確認を行い、

その保有の必要性について検

討を実施した。 

 

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

 保有資産について、現状

（物）確認を実施するなど資

産の利用度等についての確

認を実施するとともに、その

必要性についても検討する

ことにより、不断に見直しを

実施していることから、年度

計画を十分に達成している

ものと判断しＢ評価とする

ものである。 

 

 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 保有資産について、会計監査において台帳の確認を

行い、さらには精算監査においても保有資産の必要性

について検討しているため、年度計画における所期の

目標を達成していると認められ、B 評価とした。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―１ 内部統制の充実強化、情報セキュリティ対策 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）内部統制の

充実強化 

内部統制につ

いては、「独立行

政法人の業務の

適正を確保する

ための体制等の

整備」（平成２６

年１１月２８日

付け総務省行政

管理局長通知）を

踏まえ、引き続き

必要な規程類や

体制の整備を行

い、内部統制シス

テムの充実及び

監事機能の実効

性の向上に努め

るとともに、内部

統制の仕組みが

有効に機能して

いるかの点検・検

（１）内部統制の

充実強化 

内部統制につ

いては、「独立行

政法人の業務の

適正を確保する

ための体制等の

整備」（平成２６

年１１月２８日

付け総務省行政

管理局長通知）を

踏まえ、引き続き

必要な規程類や

体制の整備を行

い、内部統制シス

テムの充実及び

監事機能の実効

性の向上に努め

るとともに、内部

統制の仕組みが

有効に機能して

いるかの点検・検

（１）内部統制の充

実強化 

内部統制につい

ては、「独立行政法

人の業務の適正を

確保するための体

制等の整備」（平成

２６年１１月２８

日付け総務省行政

管理局長通知）を踏

まえ、引き続き必要

な規程類や体制の

整備を行い、内部統

制システムの充実

及び監事機能の実

効性の向上に努め

るとともに、内部統

制の仕組みが有効

に機能しているか

の点検・検証を行

い、これらの点検・

検証を踏まえ、当該

＜主な定量的指

標＞ 

なし 

 

＜その他の指標

＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

・内部統制の整

備が計画に沿

って進められ

たか。 

・適切な情報セ

キュリティ対

策がなされた

か。 

 

＜主要な業務実績＞ 

１）見直しを行った業務運営

方針（ＮＡＳＶＡＷＡＹ

2017）の共有化を図るべく、

全国支所長会議及び主管支

所総務担当マネージャー会

議等を通じて更なる周知徹

底を実施。ポスターを作成

し、職員による定期的な唱

和を実施。 

 

２）引き続き、業務の適正かつ

効率的な運営の確保・改善

を図るため、理事会におい

て毎月業務実績を報告さ

せ、中期計画・年度計画の進

捗状況を把握。また、理事会

議事概要を理事会資料とと

もに全職員に情報提供し共

有化。 

 

３）会計内部監査（18箇所）、

＜評定と根拠＞評定：Ｂ  

業務運営方針（ＮＡＳＶＡ

ＷＡＹ2017）の共有化の徹

底、理事会の場を活用した中

期計画・年度計画の進捗管

理、会計内部監査及び監事監

査を通じた業務運営状況や

内部統制状況のモニタリン

グの実施のほか、組織内イン

トラネットや電子メールの

活用による組織内の情報共

有の推進等を引き続き図っ

ている。 

さらに、政府機関の情報セ

キュリティ対策のための統

一基準群を踏まえ、情報セキ

ュリティ管理規程や情報セ

キュリティ対策基準等を見

直し、また、見直した基準等

に基づき、情報セキュリティ

インシデント対応訓練や情

報報セキュリティ対策に関

評定 B 

 ＜評定に至った理由＞ 

 内部統制については、業務運営方針（ＮＡＳＶＡＷＡ

Ｙ2017）の共有化を図るべく、全国支所長会議を通じて

周知徹底を行い、各主管支所において職員による定期的

な唱和を実施するなど、引き続き業務運営方針の組織全

体への浸透を進め、会計内部監査や監事監査を通じて業

務の適正かつ効果的な運営状況のモニタリングを実施

している。 

また、コンプライアンス委員会を開催し注意喚起を行

うとともに、リスク管理委員会を開催し、業務上のリス

クに対する評価・分析を行い、対応策を決定するなど、

内部統制の一層の充実・強化を図っている。 

 情報セキュリティ対策については、情報セキュリティ

インシデント対応訓練や情報セキュリティ対策に関す

る教育などにより、全職員の意識徹底等に着実に取り組

んでいる。 

 以上の取り組みは、年度計画における所期の目標を達

成していると認められるため、B 評価とした。 
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証を行い、これら

の点検・検証を踏

まえ、当該仕組み

が有効に機能す

るよう見直しを

行う。 

さらに、法人の

ミッションや長

の指示について、

法人内電子掲示

板システム等を

活用し、全役職員

間で共有するこ

とを徹底する。 

（２）情報セキュ

リティ対策 

政府機関の情

報セキュリティ

対策のための統

一基準群を踏ま

え、関連する規程

類を適時適切に

見直す。また、こ

れに基づき、情報

セキュリティイ

ンシデント対応

の訓練や情報セ

キュリティ対策

に関する教育な

どの情報セキュ

リティ対策を講

じ、情報システム

に対するサイバ

ー攻撃への防御

力、攻撃に対する

組織的対応能力

の強化に取り組

むとともに、上記

の対策の実施状

況を毎年度把握

し、ＰＤＣＡサイ

証を行い、これら

の点検・検証を踏

まえ、当該仕組み

が有効に機能す

るよう見直しを

行います。 

さらに、機構の

あり方、方向性を

明確化した業務

運営方針の見直

しを行うととも

に、当該業務運営

方針や理事長の

指示について、法

人内電子掲示板

システム等を活

用し、全役職員間

で共有すること

を徹底します。 

（２）情報セキュ

リティ対策 

政府機関の情

報セキュリティ

対策のための統

一基準群を踏ま

え、情報セキュリ

ティ管理規程や

情報セキュリテ

ィ対策基準など

を適時適切に見

直します。また、

これに基づき、情

報セキュリティ

インシデント対

応の訓練や情報

セキュリティ対

策に関する教育

など、保有個人情

報の保護を含む

情報セキュリテ

ィ対策を講じ、情

仕組みが有効に機

能するよう見直し

を行います。 

さらに、機構のあ

り方、方向性を明確

化した業務運営方

針の見直しを行う

とともに、当該業務

運営方針や理事長

の指示について、法

人内電子掲示板シ

ステム等を活用し、

全役職員間で共有

することを徹底し

ます。 

（２）情報セキュリ

ティ対策 

政府機関の情報

セキュリティ対策

のための統一基準

群を踏まえ、情報セ

キュリティ管理規

程や情報セキュリ

ティ対策基準など

を適時適切に見直

します。また、これ

に基づき、情報セキ

ュリティインシデ

ント対応の訓練や

情報セキュリティ

対策に関する教育

など、保有個人情報

の保護を含む情報

セキュリティ対策

を講じ、情報システ

ムに対するサイバ

ー攻撃への防御力、

攻撃に対する組織

的対応能力の強化

等に取り組むとと

もに、上記の対策の

個人情報の保護等重要業務

リスクの顕在化を防止する

ためのリスクアプローチ型

業務内部監査（19 箇所）を

実施するとともに、監事監

査（19 箇所）を通じて、業

務の適正かつ効率的な運営

状況や内部統制状況のモニ

タリングを実施。 

 

４）内部統制の充実・強化 

・コンプライアンス委員会を

開催し、「コンプライアン

ス実践・推進状況チェッ

ク」結果を報告するととも

に、遵守できていない事項

は各所属長を通じて注意

喚起を実施。また、実践マ

ニュアルを環境の変化に

伴う改正等所要の見直し

を実施。 

・リスク管理委員会を開催

し、業務上のリスクに対す

る分析・評価を行った上で

対応策を決定。特に重要な

リスクを選定し的確な自

己点検とともに、改善に向

けたモニタリングを実施。 

 

５）業務運営上必要な情報を、

引き続き、組織内イントラ

ネットや電子メールを活用

し本部から全職員に伝達。 

 

６）政府機関の情報セキュリ

ティ対策のための統一基準

群を踏まえ、情報セキュリ

ティ管理規程や情報セキュ

リティ対策基準等を見直

し、また、見直した基準等に

基づき、情報セキュリティ

する教育を実施し、内部統制

の一層の充実・強化を図り、

セキュリティ対策の推進に

取り組んでおり、年度計画を

十分に達成しているものと

判断しＢ評価とするもので

ある。 

 

＜課題と対応＞ 

平成 27 年度からの改正独

立行政法人通則法の施行に

伴い、業務の適正を確保する

ための体制（内部統制システ

ム）に係る諸規程の整備検討

を進め、内部統制の一層の充

実・強化を図る。 
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クルにより情報

セキュリティ対

策の改善を図る

こととする。 

報システムに対

するサイバー攻

撃への防御力、攻

撃に対する組織

的対応能力の強

化等に取り組む

とともに、上記の

対策の実施状況

を毎年度把握し、

ＰＤＣＡサイク

ルにより情報セ

キュリティ対策

の改善を図りま

す。 

実施状況を毎年度

把握し、ＰＤＣＡサ

イクルにより情報

セキュリティ対策

の改善を図ります。 

インシデント対応訓練や情

報セキュリティ対策に関す

る教育を実施。 

また、「サイバー攻撃対策

の遵守 6 則（標的型メール

対策）」及び「個人情報保護

のための全職員が守るべき

ポイント 10則」を全役職員

に周知徹底を図るととも

に、情報セキュリティイン

シデントが発生した場合に

被害の最小化及び迅速な復

旧支援等を行うための会議

等を開催。 

 

７）地震災害にかかる対応に

ついて、全役職員の安否確認

及び支所建物の被害状況等

の把握を迅速に行うため、引

き続き警備会社が提供する

安否確認サービスを利用し

て防災対策を実施するとと

もに、防災週間（9月）にお

いて、万一の地震災害の発生

に対処するため、全役職員参

加の安否確認訓練及び支所

施設等被害状況の報告訓練

を実施。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―２ 施設及び設備に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 198 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 業務の確実な遂

行のため、施設・設

備の計画的な整

備・更新を進める

とともに、適切な

維持管理を行う。 

千葉、東北、岡

山及び中部の各

療護センターの

医療機器等の整

備・更新につい

ては、その必要

性を厳正に検証

した上で実施し

ます。また、これ

らの医療機器等

の適切な維持管

理を行います。 

・千葉療護セン

ター：生理機能

検査装置（筋電

計）更新 

、長座位浴槽 

・東北療護セン

ター：入浴装置

更新 

・中部療護セン

ター：糖類分析

システム更新 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

中期計画及び年度

計画に沿って適切に

実施されているか。

また、その調達にお

いても公正性・透明

性を確保したものと

なっているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

計画に基づき、施設・設備の

整備を行った。 

 

・千葉療護センター 

 生理機能検査装置（筋電計）

更新、長座位浴槽更新 

・東北療護センター 

 入浴装置更新 

・中部療護センター 

 糖類分析システム更新 

 

 なお、平成２９年度におけ

る施設・設備の整備について

は、全て一般競争入札により

相手方を選定した。 

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

中期計画に基づく設備等に

ついて、年度計画に沿って適

切に整備した。また、その調達

にあたっては全て一般競争入

札を実施し、公正性・透明性の

確保も図っていることから、

年度計画を十分に達成してい

るものと判断しＢ評価とする

ものである。 

  

＜課題と対応＞ 

引き続き、設備等の計画的

な整備・更新を進めるととも

に、適切な維持管理を行う。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 中期計画及び年度計画に沿って適正に整備されて

おり、年度計画における所期の目標を達成していると

認められるため、B 評価とした。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―３―１ 人事に関する事項 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

給与水準の対国家公

務員指数（ラスパイ

レス指数） 

－ 102.9 103.6      

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 給与水準について

は、政府における

独立行政法人に係

る報酬・給与等の

見直しの取組を踏

まえ、国家公務員

等の給与水準等も

十分考慮し、手当

を含め役職員給与

の在り方について

厳しく見直すもの

とする。 

産業カウンセラ

ー、ホームヘルパ

ー等の資格を取得

させるとともにそ

れらの職員の活用

を図り、また、事業

環境の変化に対応

した経験者採用や

国との人事交流を

給与水準につい

ては、政府にお

ける独立行政法

人に係る報酬・

給与等の見直し

の 取 組 を 踏 ま

え、国家公務員

等の給与水準等

との比較を行い

つつ、事務・事業

の特性を踏まえ

て適正な給与水

準となるよう厳

しく検証した上

で、その検証結

果や取組状況を

公表します。 

給与水準につい

ては、政府にお

ける独立行政法

人に係る報酬・

給与等の見直し

の 取 組 を 踏 ま

え、国家公務員

等の給与水準等

との比較を行い

つつ、事務・事業

の特性を踏まえ

て適正な給与水

準となるよう厳

しく検証した上

で、その検証結

果や取組状況を

公表します。 

＜主な定量的指標

＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

給与水準の対国

家公務員指数（ラス 

パイレス指数） 

 

＜評価の視点＞ 

給与水準につい

て、国家公務員の

給与水準等を考慮

した目標水準・目

標期限を設定して

適正化に取り組む

とともに、その取

組状況等を公表し

ているか。 

 

 

＜主要な業務実績＞役職員

の給与水準について 

 

・国家公務員給与法の一部改

正に準拠して、平成29年4

月から職員の俸給表の平

均0.2%引上げ、平成29年12

月期において役員賞与の

0.05月分及び職員賞与の

0.1月分の引上げ等を行っ

た。 

 

・国家公務員の給与制度の

総合的見直しを踏まえ、

国家公務員に準拠して、

平成29年4月から本部業務

調整手当の引上げ等の給

与制度の総合的見直しを

行った。 

 

・平成29年度の給与水準（ラ

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

国家公務員の給与改定等に

準拠した給与水準の適正化等

により、役職員給与について

全般的に見直しを図っている

ことから、年度計画を十分に

達成しているものと判断しＢ

評価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、国家公務員等の給

与水準等との比較を行いつつ、

事務・事業の特性を踏まえて適

正な給与水準となるよう厳し

く検証し、給与水準の適正化を

図る。 

 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 対国家公務員指数については、貸切バス適正化事業

に係る巡回指導支援等の業務量の増加にも対応しつ

つ、国家公務員給与法の一部改正を踏まえた給与水準

の見直し等を着実に実施している。 

さらに、平成 29 年度は 11 名の新規採用職員を採用

し、職員の新陳代謝を図り、積極的な人件費の削減に努

めていることから、年度計画における所期の目標が達

成していると認められ、B 評価とした。 
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行う。 

さらに職員の資質

の向上のため、機

構の人材育成方針

を随時改定してい

くことにより、研

修の充実による職

員の資質向上、能

力・実績を適正に

評価する仕組みの

適切な運用等によ

り、人材の有効活

用を図る。 

スパイレス指数） 

国家公務員の給与改正等

の動向を踏まえた給与水

準の適正化を図った結果、

平成29年度は（年齢勘案）

103.6となった。 

（前年度102.9 前々年度10

3.2） 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―３―２ 人事に関する事項 人材の活用 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 給与水準について

は、政府における

独立行政法人に係

る報酬・給与等の

見直しの取組を踏

まえ、国家公務員

等の給与水準等も

十分考慮し、手当

を含め役職員給与

の在り方について

厳しく見直すもの

とする。 

産業カウンセラ

ー、ホームヘルパ

ー等の資格を取得

させるとともにそ

れらの職員の活用

を図り、また、事業

環境の変化に対応

した経験者採用や

国との人事交流を

行う。 

産業カウンセラ

ー、ホームヘル

パー等の資格を

取得させるとと

もに、それらの

職員の活用を図

り、また、事業環

境の変化に対応

した経験者採用

や国との人事交

流を行います。

さらに職員の資

質 の 向 上 の た

め、「NASVA 人

材育成方針」を

随時改定してい

くことにより、

研修の充実によ

る職員の資質向

上、能力・実績を

適正に評価する

仕組みを適切に

① 安全指導業務、

被害者援護業務等

に必要な人材を育

成するため、産業カ

ウンセラー、介護職

員初任者研修(旧ホ

ームヘルパー２級）

等の資格を取得さ

せるとともに、引き

続き、事業環境の変

化に対応した経験

者採用や国との人

事交流を行い、能

力・実績を適正に評

価する仕組みを適

切に運用し、人材の

有効活用を図りま

す。 

 

② 安全指導業務、

被害者援護業務等

の質の向上を図る

＜主な定量的指

標＞ 

なし 

 

＜その他の指標

＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

・産業カウンセ

ラー、介護職

員初任者研修

（旧ホームヘ

ルパー2級）等

の資格を取得

させるととも

に、資格取得

者について、

適正な配置を

行い、職員の

活用を図って

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

(１)平成 29年度において、

新たに 19 人が産業カウ

ンセラー資格を取得し

た。産業カウンセラー資

格を取得した職員は、主

管支所等で行っている第

一種カウンセラー資格要

件研修終了後にカウンセ

ラーとして指名し、適性

診断業務に従事する職員

として配置するなど、人

材の有効活用を図った。

また、介護職員初任者研

修（旧ホームヘルパー2

級）においても、新たに 14

人が受講し、被害者援護

業務に従事する職員とし

て配置するなど、人材の

有効活用を図った。 

 

(２)事業環境の変化に対応

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

各業務を高度な専門性を

もって遂行させていくた

め、各種資格の取得支援や

スキルアップのための研修

の実施等、常に人材育成と

職員の資質向上に取り組ん

でいる。また、人材育成の取

組の方向性や研修体系及び

キャリアパス等を明確化す

るためＮＡＳＶＡ人材育成

方針の周知を引き続き図る

等、効果的・効率的な職員の

資質向上・育成を図ってお

り、年度計画を十分に達成

しているものと判断しＢ評

価とするものである。 

 

  

＜課題と対応＞ 

引き続き、必要に応じた

研修カリキュラムの見直し

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

各種スキルアップのための研修を積極的に実施するほ

か、「NASVA 人材育成方針」を組織内に周知して効果的・

効率的な職員の資質向上と育成を図っている。 

また、各主管支所における被害者援護業務に関する勉強

会の開催など、組織の方向性を踏まえた人材育成を図って

おり、年度計画における所期の目標を達成していると認め

られるため、B 評価とした。 
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さらに職員の資質

の向上のため、機

構の人材育成方針

を随時改定してい

くことにより、研

修の充実による職

員の資質向上、能

力・実績を適正に

評価する仕組みの

適切な運用等によ

り、人材の有効活

用を図る。 

運用等し、人材

の有効活用を図

ります。 

ため、必要に応じて

研修カリキュラム

の見直しを行いな

がら、研修の充実を

図り､職員の資質の

向上及び育成を行

います｡ 

 

③ 「NASVA 人材

育成方針」を随時改

訂し、次代の機構を

担う人材育成の取

組の方向性、研修体

系及びキャリアパ

スを明確にするこ

とにより、職員の意

欲を向上させると

ともに、職員の能力

を活かす人事管理

や組織作りを推進

します。 

 

・事業環境の変

化に対応した

経験者採用や

国との人事交

流を引き続き

行い、幅広い

視野と経験を

有する人材の

育成を図って

いるか。 

 

・全職員を対象

に能力・実績

評価制度によ

る適正な評価

を行うととも

に、職員が意

欲をもってそ

の能力を発揮

し、ＮＡＳＶ

Ａ職員として

の使命を積極

的に果たせる

よう人材の有

効活用を図っ

ているか。 

 

・研修の充実を

図り、職員の

資 質 向 上 を

図 っ て い る

か。 

 

・「NASVA人 

材育成方針」

を随時改訂

し、次代のＮ

ＡＳＶＡを担

う人材育成の

取組の方向

するため、引き続き、民間

のＩＳＯ業務に精通した

人材を受け入れるととも

に、国との間の人事交流

を促進し、幅広い視野と

経験を有する人材の育成

を図った。 

 

(３)引き続き、勤務評価を

適正に運用し、評価結果

を勤勉手当及び定期昇給

の判定に反映させた。 

 

(４)職員の資質向上を図る

ため、以下の研修を実施

した。 

 

① 業務別専門研修の実施 

 

・第一種講師に指名するた

めの要件の一つとして規

定されている運行管理者

資格者証の交付を受ける

ために、その試験の受験

資格となる基礎講習を 40

人に受講させた。 

 

・運行管理者の指導講習に

おいて講義することがで

きる第一種講師を育成す

るため、17人に対して第

一種講師資格要件研修を

実施した。 

 

・飲酒運転防止指導の観点

から、飲酒が体に及ぼす

影響等について専門教育

を行う講師を育成するた

め、「ＡＳＫの飲酒運転防

止インストラクター養成

講座」を 32 人に受講さ

等を行いながら、職員の資

質の向上及び育成を行う。 

また、必要に応じて「NASVA

人材育成方針」を随時改訂

し、職員の意欲を向上させる

とともに、職員の能力を活か

す人事管理や組織作りを推

進する。 
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性、研修体系

及びキャリア

パスを明確に

することによ

り、職員の意

欲を向上させ

るとともに、

職員の能力を

活かす人事管

理や組織作り

を推進してい

るか。 

せ、育成強化を図った。 

※ASK：(NPO)アルコール

薬物問題全国市民協会

の略称 

 

・初任診断や適齢診断等に

おいてカウンセリングを

実施することができる第

一種カウンセラーを養成

するため、22人に対して、

第一種カウンセラー資格

要件研修を実施した。ま

た、第一種カウンセラー

及び第二種カウンセラー

225人に対して、カウンセ

ラー教育・訓練を実施し

た。 

 

・運輸安全マネジメント業

務を新たに担当する職員

41人に対して、運輸安全

マネジメントに関する基

礎知識の習得等を目的と

した研修を実施するとと

もに、安全マネジメント

関係講習会の講師として

指名を受けている職員 6

人に対して、運輸安全マ

ネジメントに関する最新

の知識の習得及び技能向

上等を目的とした研修を

実施した。 

 

・運輸安全マネジメント業

務のうちコンサルティン

グを新たに担当する職員

40人に対して、アドバイ

ザー資格を習得するため

のアドバイザー・資格取

得研修を実施し、コンサ

ルティング手法の習得を
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図った。また、コンサルテ

ィング業務を担当するア

ドバイザー26人（うち、

コンサルタント 6 人）に

対して、資質向上を図る

ためのアドバイザー・ス

キルアップ研修を実施

し、コンサルティング手

法の技術の向上を図っ

た。 

 

・運輸安全マネジメント評

価業務を行う安全評価員

を養成するため、平成 29

年度は安全評価員候補者

として新たに 9 人を国土

交通省主催の「運輸安全

マネジメント評価［初級］

研修」に参加させるとと

もに、ＮＡＳＶＡ主催の

「運輸安全マネジメント

評価本部研修」を 32人に

受講させ、評価に必要と

される知識の習得及び向

上を図り、要員の育成確

保に努めた。また、安全評

価員候補者 20 人に対し

て評価実施時のＯＪＴに

より、インタビュー技法、

評価報告書の作成等に係

る力量の向上を図った。

現在、選任されている安

全評価員に対しては、主

任安全評価員の指導下、

実際の評価において、Ｏ

ＪＴにより必要な力量の

維持・向上を図っている。 

 

・被害者の気持ちを理解す

ることは、ＮＡＳＶＡ職

員として必要不可欠であ
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ることから、平成２９年

度の新規採用職員研修に

おいて、外部講師による

被害者への接し方に関す

る講義とＮＡＳＶＡ友の

会の会員であった交通遺

児の保護者からの当事者

視点による講話を実施し

た。 

 

・各主管支所、支所におい

て弾力的に業務分担が行

われている現状を踏ま

え、引き続き、債権管理

に係る研修については、

事故対策事業推進員のほ

か職員、非常勤職員を対

象として実施し、専門知

識の共有を図った。 

 

・組織として被害者援護業

務の重要性に対する認識

を高めるため、被害者援

護業務主担当以外の職員

を対象とした被害者援護

業務関係勉強会を各主管

支所で実施。 

 

・各主管支所及び支所の経

理事務に携わる職員 7 人

に対して、会計事務及び

財務・会計システム研修

を実施し、不正行為防止

の心構え、会計事務の基

礎知識及び会計システム

の基本的な操作方法等の

習得を図った。 

 

② 階層別研修の実施 

 

・新規採用職員、中堅職員
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（チーフ、アシスタント

マネージャー）及び管理

職員（マネージャー）４７

人に対して、階層別研修

を実施し、職員の資質向

上を図った。 

 

(５)人材育成の取組みの方

向性、研修体系及びキャ 

リアパスなど、ＮＡＳＶ

Ａ人材育成方針を研修等 

において職員に浸透さ

せ、モチベーションの向上 

を図るため、「ＮＡＳＶＡ

人材育成方針」の改訂に 

関する検討を行った。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―４ 自動車事故対策に関する広報活動 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

機構ホームページア

クセス件数 
－ 288 万件 278 万件      

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 機構の全国組織

を活用し、関係機

関との連携の下、

自動車損害賠償保

障制度及び機構業

務について効果的

に広報活動を行

う。 

さらに、自動車

事故発生の防止や

被害者支援の啓発

に資するために、

自動車運送事業者

等に対する安全指

導業務等において

自動車事故被害者

の置かれた実態を

広く伝える機会な

どを拡大する。 

事故防止、被

害者援護及び自

動車損害賠償保

障制度に関し組

織一体となった

広報活動を実施

します。 

 交通安全フェ

ア等における、

国等と協力した

周知宣伝活動や

イ ン タ ー ネ ッ

ト、マスメディ

ア等を活用した

広範な広報活動

を積極的に実施

しつつ、当機構

の認知度の向上

にも努めます。 

 また、被害者

支援の啓発のた

自動車損害賠償

保障制度及び機構

業務の認知度を向

上させるための広

報活動を、全国の

支所を活用して各

地で開催される交

通安全関係イベン

ト等で実施するほ

か、国・地方自治

体・損害保険会社

等の関係機関と連

携することなどに

より、一層効果的

かつ効率的に実施

します。 

また、自動車事

故発生の防止や被

害者支援の啓発の

ために、自動車運

送事業者等に対す

＜主な定量的指

標＞ 

なし 

 

＜その他の指標

＞ 

・ＮＡＳＶＡホー

ムページアク

セス件数 

 

＜評価の視点＞ 

国や関係機関

と協力し、インタ

ーネット等を活

用した効果的な

広報活動を行っ

ているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

１）ＮＡＳＶＡ業務の認知度

向上、自動車損害賠償保

障制度に関する広報活

動の一環として、引き続

き、国土交通省関連機関

誌に機構業務紹介記事

を掲載。また、引き続き、

「マツダスタジアム」に

おいて行われたプロ野

球の試合開催時に、同球

場内にナスバブースを

開設し、チャイルドシー

トアセスメントの説明

や事故防止等に係る各

種展示を行うとともに、

プロ野球公式戦におい

てＮＡＳＶＡのＰＲビ

デオを放映。 

 

２）全国交通安全運動の一環

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

引き続き交通安全フェア

等の各種イベントの活用を

始め、野球場や地下鉄駅構

内における情報発信等、安

全指導、被害者援護、自動

車アセスメントと多様な業

務を担うＮＡＳＶＡならで

はの幅広い広報活動に取り

組んでおり、年度計画を十

分に達成しているものと判

断しＢ評価とするものであ

る。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き効果的な広報活

動を積極的に実施する。 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 交通安全フェア等各種イベントの活用をはじめ、プロ野

球スタジアムや地下鉄構内における情報発信など、安全指

導、被害者援護、自動車アセスメントの各業務について幅

広い広報活動に取り組んでいる。 

また、広報を行うにあたっては、例えば自動車アセスメ

ント発表会の場を活用して、絵画や写真といった交通遺児

や重度後遺障害者の創作作品を展示するなど、各業務の連

携を図り、効果的な広報活動を行っている。 

以上により、年度計画における所期の目標を達成している

と認められるため、B 評価とした。 



83 

めに、自動車運

送事業者等に対

する安全指導業

務等や自動車事

故被害者の創作

品を展示するナ

スバギャラリー

の設置、訪問支

援 等 に よ り 収

集・集積された

情報の伝達を通

じて、自動車事

故被害者の置か

れた実態を広く

伝 え て い き ま

す。 

る安全指導業務や

交通刑務所におけ

る更生プログラム

の場で、自動車事

故被害者の置かれ

た実態を広く伝え

ていきます。 

あわせて、自動

車事故被害者の創

作作品を展示する

ナスバギャラリー

を設置して事故防

止及び被害者援護

に関する広報活動

を実施します。 

として、各種イベントに

参加し、被害者保護、事

故防止対策及び自動車

損害賠償保障制度等に

関するＰＲ活動を実施。 

 

３）市原刑務所における「被

害者視点を取り入れた

教育」プログラムでの講

義の実施 

・受刑者に対し、『自らの犯罪

と向き合うことで犯した

罪の大きさや被害者及び

その家族の心情を認識さ

せ、被害者及びその家族に

誠意を持って対応してい

く意識とともに、再び罪を

犯さない決意を固めさせ

る』ことを目的としてプロ

グラム編成がなされてお

り、ＮＡＳＶＡは安全指導

業務でのドライバー等に

対する教育の経験や直接

に被害者と接する中で培

った幅広い知見を基に講

義を行うとともに、被害者

の加害者に対する声なき

声を伝えた。 

 

４）ナスバギャラリーの設置 

・自動車事故被害者（交通遺

児や重度の障害を負った

方）が描いた絵や写真等の

作品を展示する「ナスバギ

ャラリー」の支所事務所へ

の設置の増設に努めた。 

・支所外での展示として、引

き続き、東京メトロ銀座線

三越前駅構内にて「ナスバ

ギャラリーＩＮ東京」を行

い、延べ約 2万人に対して
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被害者支援の情報発信。 

 

５)ＮＡＳＶＡ概要（パンフ

レット等）の配布 

・ＮＡＳＶＡの総合的なパン

フレットを地方自治体、関

係機関に広く頒布すると

ともに、各種イベント等に

おいて多数配布。また、各

国のＮＣＡＰとの会合等

での英語版パンフレット

やISO/TC241国際会議での

英語版ＤＶＤを制作し有

効活用した。 

 

６)ホームページの活用 

・ＮＡＳＶＡ業務の認知度向

上の一環として、ホームペ

ージの内容を充実させる

とともに、ホームページへ

のアクセスのしやすさを

工夫してきた結果、全体で

278万件（前年度 288万件）

のアクセス件数を記録。 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 


